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（１） 健康衛生領域分掌事務

○ 健康増進グループ

(１) 健康ふくしま２１推進事業に関すること。

(２) 健康づくり関連諸事業に関すること。

(３) 生活習慣病予防の普及啓発に関すること。

(４) 禁煙対策等の推進に関すること。

(５) 地域保健推進特別事業に関すること。

(６) 地域ケアフロンティア事業に関すること。

(７) 医療社会事業に関すること。

(８) 食生活改善推進員育成支援に関すること。

(９) 栄養改善及び国民健康・栄養調査に関すること。

(10) 栄養士養成施設の指導及び栄養士等の免許に関すること。

(11) 特定給食施設管理事業に関すること。

(12) 特別用途表示・栄養表示基準等に関すること。

(13) 特定疾患治療研究事業に関すること。

(14) 在宅人工呼吸器使用特定疾患治療研究事業に関すること。

(15) 難病在宅療養者支援体制整備事業に関すること。

(16) 重症難病患者療養支援ネットワーク事業に関すること。

(17) 難病患者等居宅生活支援事業に関すること。

(18) 遷延性意識障害者治療研究事業に関すること。

(19) 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業に関すること。

(20) 難病相談支援センター事業に関すること。

(21) 健康危機管理に関すること。

(22) 歯科保健に関すること。

(23) 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。

(24) 保健師の業務指導に関すること。

(25) 地域保健関係職員の研修に関すること。

(26) 領域内の事務事業の調査に関すること。

(27) 領域内の予算及び庶務に関すること。

(28) 地域保健推進にかかる国際協力事業に関すること。

(29) 保健衛生学会の開催に関すること。

(30) 関係団体の育成指導に関すること。

○ 医療看護グループ

(１) 医療体制及び医療施設の整備に関すること。

(２) 救急医療に関すること。

(３) 緊急時医療に関すること。

(４) 災害時医療に関すること。

(５) へき地医療に関すること。
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(６) 医療関係法令の施行に関すること。

(７) 医療審議会に関すること。

(８) 医療監視・指導に関すること。

(９) 医療法人に関すること。

(10) 公益法人に関すること。

(11) 医師・歯科医師に関すること。

(12) 臨床研修指定病院に関すること。

(13) 診療放射線技師・診療エックス線技師、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、

視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士及び言語聴覚士に関すること。

(14) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。

(15) 移植医療に関すること。

(16) 自治医科大学及び自治医科大学卒業生に関すること。

(17) 歯科技工士試験の施行に関すること。

(18) 独立行政法人福祉医療機構に関すること。

(19) 医療安全対策及び医療相談に関すること。

(20) 医療関係従事者の各種研修会に関すること。

(21) エイズ対策促進事業に関すること。

(22) エイズ一般相談及びＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス)抗体検査に関すること。

(23) 結核対策特別促進事業に関すること。

(24) 結核発生動向調査事業に関すること。

(25) 結核医療費公費負担に関すること。

(26) 結核診査協議会に関すること。

(27) 結核定期外健康診断に関すること。

(28) 結核指定医療機関の指導及び監査に関すること。

(29) 感染症の予防及び対策に関すること。

(30) 感染症発生動向調査事業に関すること。

(31) 予防接種の普及に関すること。

(32) 保健師助産師看護師法の施行に関すること。

(33) 看護師等の人材確保の促進に関する法律の施行に関すること。

(34) 福島県看護職員需給計画に関すること。

(35) 准看護師試験の施行に関すること。

(36) 保健師、助産師、看護師及び准看護師の免許登録に関すること。

(37) 県立看護師等養成所の運営に関すること。

(38) 看護師等養成所の指定申請等に関すること。

(39) 看護師等養成所の指導に関すること。

(40) 看護師等養成所運営費補助事業に関すること。

(41) 病院内保育所運営費補助事業に関すること。

(42) 保健師等修学資金に関すること。

(43) 保健師、助産師、看護師及び准看護師の研修及び指導に関すること。

(44) ナースセンター事業に関すること。

(45) 訪問看護事業の推進に関すること。
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(46) 看護職員の表彰に関すること。

(47) 看護団体に関すること。

(48) 看護師等業務従事届出に関すること。

○ 食品安全グループ

(１) 食品営業許可及び監視指導に関すること。

(２) 食品安全対策の総合企画調整に関すること。

(３) 食品安全推進会議に関すること。

(４) 食中毒予防対策に関すること。

(５) ＨＡＣＣＰ（危害分析、重要管理点）方式による衛生管理の普及啓発に関すること。

(６) 魚介類行商に関すること。

(７) 調理師及び製菓衛生師に関すること。

(８) と畜場に関すること。

(９) 化製場等に関すること。

(10) 狂犬病予防に関すること。

(11) 犬による危害の防止に関すること。

(12) 動物の愛護及び管理に関すること。

(13) 動物取扱業に関すること。

（14） 特定動物の飼養及び保管に関すること。

（15） 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関すること。

（16） 関係団体の育成指導に関すること。

○ 環境衛生グループ

(１) 旅館業、浴場業、興行場、理容業、美容業及びクリーニング業の許可及び監視指導に関する

こと。

(２) 理容師養成施設及び美容師養成施設の指導に関すること。

(３) 生活衛生同業組合に関すること。

(４) 生活衛生営業の育成指導に関すること。

(５) 生活衛生営業指導センターに関すること。

(６) 生活衛生営業の融資に関すること。

(７) クリーニング師試験に関すること。

(８) 建築物における衛生的環境の確保に関すること。

(９) 墓地、埋葬等に関すること。

(10) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。

(11) ねずみ・衛生害虫等、居住環境の衛生に関すること。

(12) 遊泳用プールに関すること。

(13) 水道事業の計画及び実施に係る市町村指導に関すること。

（14） 水道事業の認可に関すること。

（15） 水道事業の国庫・県費補助に関すること。

（16） 水道事業の整備計画に関すること。

（17） 水道施設の災害復旧に関すること。
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(18) 水道水質に関すること。

(19) 給水施設等の適正管理に関すること。

(20) 水道統計に関すること。

(21) 水道原水水質保全に関すること。

○ 薬務グループ

(１) 薬事法、薬剤師法に関すること。

(２) 毒物及び劇物取締法に関すること。

臨床検査技師等に関する法律の施行に関すること。(３)

(４) 薬事審議会に関すること。

(５) 医薬分業に関すること。

(６) 薬事関係の啓発に関すること。

(７) 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関すること。

(８) 公益法人等薬務関係団体の指導育成に関すること。

(９) 衛生研究所に関すること。

(10) 環境医学研究所に関すること。

(11) 保健福祉部試験研究技術会議に関すること。

(12) 衛生検査所指導対策に関すること。

(13) 福島県試験検査精度管理事業に関すること。

(14) 薬剤師・臨床検査技師等の免許事務に関すること。

（15） 薬務関係事務整理・統計に関すること。

医薬品等の製造の許可等に関すること。（16）

（17） 医薬品等製造販売の許可等に関すること。

医薬品等のＦＤ申請システムに関すること。(18)

医薬品等の生産振興に関すること。（19）

薬務関係台帳管理システムに関すること。(20)

に関すること。(21) 薬局の開設許可等

医薬品販売業の許可等に関すること。(22)

(23) 高度管理医療機器等の許可等に関すること。

薬局製剤製造販売業・製造業の許可等に関すること。(24)

毒物劇物取扱者試験に関すること。(25)

毒物劇物の製造及び輸入の登録等に関すること。(26)

薬種商試験・特例販売業能力認定試験に関すること。(27)

(28) 災害時医薬品等の備蓄供給に関すること。

(29) 国有ワクチン等の供給に関すること。

(30) 薬事工業生産動態統計に関すること。

温泉掘削の許可等に関すること。(31）

(32) 「薬の相談」窓口に関すること。

(33） 薬事監視指導に関すること（特別薬事監視、一斉薬事監視等を含む。）。

(34） 毒物劇物監視指導に関すること。

(35） 薬事経済調査等に関すること。
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(36) 薬事監視員の研修・講習会に関すること。

（37) 「ダメ。ゼッタイ。」福島県普及運動に関すること。

(38） 薬物乱用防止教室及びスクールキャラバンカーに関すること。

(39) 医薬品・医療機器等の製造販売後安全管理（ＧＶＰ）に関すること。

(40) 医薬品・医療機器等の品質管理（ＧＱＰ）に関すること。

(41) 医薬品・医療機器等の製造及び品質管理に関すること。（ＧＭＰ適合性調査）

(42) 農薬危害防止に関すること。

(43） 麻薬及び向精神薬・大麻・覚せい剤各取締法及びあへん法の施行・捜査に関すること。

(44） 福島県薬物乱用対策推進本部に関すること。

(45） 薬物関連問題相談事業に関すること。

（46） 薬物乱用防止指導員連合協議会に関すること。

(47） 薬物乱用防止指導員の研修に関すること。

(48） 麻薬等の免許事務に関すること。

(49) 麻薬関係の統計調査に関すること。

(50) 医薬品等副作用・生物由来製品感染等被害救済制度に関すること。

（２） 施 策 の 基 本 方 針

○ 健康増進グループ

県民が幸せな生活を営むためには、何よりも心身の健康が大切であることから、「自分の健康は自

分で守る」というセルフ・ケア(自己管理)を基本とした健康づくり対策を推進するために、次の事項

を基本とした施策を重点的に推進する。

１ 健康づくり県民運動の推進と普及啓発

２１世紀の本格的な少子・高齢社会を健康で活力あるものとし、医療費等の社会保障負担を適正

な水準に保っていくためには、単に病気の早期発見や早期治療に留まらず、健康を増進し発病を予

防する「１次予防｣の重視と生活の質の向上が必要である。

このため、本県では、長くなった人生を認知症や寝たきりにならない状態で生活できる時間(健

康寿命)の延伸を目指し、社会環境等の改善までを含めた新たな健康づくりへの取組みとして、｢健

康ふくしま２１計画｣を基本とし、総合的・長期的視点に立ち、実効性のある「２１世紀における

県民健康づくり運動｣(｢健康ふくしま２１」）を展開する。

｢健康ふくしま２１計画」を推進し、官民一体となった運動を展開するため、「健康ふくしま２

１推進県民大会」を開催するなど、県民運動の普及啓発を図るとともに、｢健康ふくしま２１推進

協議会｣を開催し、関係機関等の連携を図りながら具体的施策を協議する。
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２ 健康づくり推進体制の整備

県民の生涯にわたる健康の保持・増進を図るためには、ライフステージに応じた保健指導や各種

の健康診査等の地域保健を推進する健康づくり体制の整備が必要である。

このためには、セルフケアの考え方を住民浸透させるために大きな役割を担う市町村や保健セ

ンターに勤務する職員等に対する「地域保健関係職員研修」を行い健康づくり指導者の育成と資

質の向上を図る必要がある。

３ 生活習慣病対策

がん、脳卒中、心臓病、糖尿病など生活習慣病の発症、進行には喫煙・運動・食事等の生活習慣

が深く関わっていることが明らかになってきていることから、防煙、分煙、禁煙のたばこ対策や運

動習慣の定着、バランスのとれた食生活など生活習慣の改善を図るため、メタボリックシンドロー

ムなど一次予防に関する正しい知識の普及啓発をより一層推進していく必要がある。

４ 難病対策・原爆被爆者対策

原因が不明で治療法が未確立である難病に関する対策については、難病に関する医療の確立と普

及を図るため、特定疾患治療研究事業に取り組み、患者の医療費の負担軽減を図る。

また、患者や家族が安心して療養生活が送れるよう、難病在宅療養者支援体制整備事業、重症難

病患者療養支援ネットワーク事業、難病患者等居宅生活支援事業、在宅人工呼吸器使用特定疾患者

治療研究事業などに取り組み、患者や家族の療養支援と難病医療体制の整備に努める。

また、難病相談支援センターでの相談及び難病患者支援セミナー事業などにより支援体制の充実

を図る。

原子爆弾被爆者対策については、健康状態及び生活面において特別な状態に置かれていることを

考慮し、定期健康診断の実施、各種手当の支給、介護保険利用助成などを実施し、原子爆弾被爆者

の福祉の向上を図るとともに、被爆者二世に対する健康診断を実施する。

５ 歯科保健

う蝕や歯周疾患等の歯科疾患に関する予防意識の浸透を図り、口腔内の健康の保持増進を図るた

め、関係機関との連携の下にライフステージに応じた歯科保健思想の普及啓発を図る。

特に高齢社会を踏まえ、生涯にわたって丈夫な歯で健康な生活を送れるよう、８０歳になっても自

分の歯を２０本以上保つことを目標とした「８０２０運動」を積極的に推進するため、歯科保健対

策協議会を開催するとともに、市町村における歯科保健対策が計画的に推進されるよう歯科保健情

報システム等を活用して支援を行う。

また、障がい児・者の口腔保健の向上を図るため、施設入所者等に対する口腔保健指導等を行う。

６ 健康危機管理体制の整備充実

医薬品、食中毒、感染症、飲料水、放射線、毒物・劇物その他何らかの原因により、県民の生命、

健康の安全が脅かされる事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等を行う健康

危機管理の体制の整備充実を図る。
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○ 医療看護グループ

県民一人ひとりが生涯を通じて各ライフステージや疾病に応じた医療サービスを等しく享受できる

よう、次の事項を基本とした施策を重点的に推進する。

１ 保健医療提供体制の整備充実

(1) 医療提供体制の整備充実

県民がいつでもどこでも適切な医療を受けられるよう、医療機関が行う医療施設の患者療養環

境等の整備、特定医療機器の整備などに対して助成するとともに、公的病院等の特殊診療部門の

運営費助成や新生児医療を担う地域の基幹病院に対する運営費及び設備整備費の助成などにより、

医療提供体制の整備充実を図る。

また、県民への適切な医療提供を確保するため、医療資源の効率的な活用を図りながら、医療

機関相互の機能分担と連携を強化し、効率的な医療提供体制の確保を図る。

さらに、患者の視点に立った医療を実現し、医療への信頼が確保され、患者が納得して医療を

受けられるよう、その相談体制の整備を図る。

(2) 救急医療体制の強化

救急患者の症状に適切に対応できるよう初期救急から第三次救急までの体系的な整備を推進す

るため、県立医科大学附属病院に救命救急センターの整備を進めるとともに、ドクターへリの導

入に向けヘリポート整備に着手するほか、救命救急センターの運営費に対して助成を行うととも

に、救急医療施設の施設設備整備に対して助成し、診察機能の充実強化に努める。

また、総合医療情報システムの運営により救急医療体制の円滑な運用を支援するとともに、救

急医療対策協議会の設置運営を行い医療関係機関との連携強化を図るほか、県民に対してもイン

ターネット方式により医療機関の基本的な情報の提供や救急法・救急知識の普及啓発等に努める。

さらに、災害時における救急医療を確保するため、災害医療従事者への研修、災害救急医療資

器材の整備などを推進する。

(3) へき地医療の確保

医療に恵まれない地域において地域住民に安定した医療提供の確保を図るため、へき地診療所

やへき地医療支援センターに対して運営費を助成するほか、自治医科大学卒業医師等の医療に恵

まれない地域への配置を推進する。

また、へき地医療支援機構において、医療に恵まれない地域に対する医療支援や医師確保対策

等について検討を行うとともに、医学を専攻する学生で、将来へき地診療所等に勤務しようとす

る者に対し修学資金を貸与することにより、本県のへき地診療所における医師等の確保を図る。

(4) 歯科医療の確保

近年の高齢化により、在宅における高齢者等の要介護者が増加する傾向にあることから、在宅

高齢者等の口腔衛生の改善を図るため、医療従事者に対する研修を実施する。

あわせて休日における歯科医療の確保を図るため、歯科在宅当番医制事業を実施する。
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２ 保健医療の新たな展開

(1) 在宅ケア

在宅療養者への緩和ケア及び訪問看護の充実を図り、県民が質の高い在宅ケアを受けることが

できる体制を確保するため、関係機関と連携を図りながら、在宅緩和ケア研修事業、在宅緩和ケ

ア普及事業、訪問看護ステーション及び医療機関に勤務する看護師の相互研修を実施する。

(2) 移植医療の普及

骨髄バンク事業に対する県民の理解とドナー登録の促進を図るため、県民への普及啓発を推進

するとともに、骨髄ドナー登録会の開催及びドナー登録機関である赤十字血液センターのない地

域における登録窓口の設置により、登録機会の確保に努める。

また、平成９年10月の「臓器の移植に関する法律」の施行に伴い、移植医療について県民への

普及啓発を推進するとともに、臓器移植コーディネーターを設置し、臓器移植の円滑な実施を図

る。

３ 結核・感染症対策

(1) 結核対策

福島県結核予防計画に基づき、接触者検診の充実、標準治療の普及徹底、直接服薬確認等の患

者支援の徹底、施設内（院内）感染の防止等、本県の実情に応じた重点的・効果的な結核対策を

推進する。

(2) 感染症対策

福島県感染症予防計画、感染症対策マニュアルに基づき、適切な感染症対策及び防疫対策を実

施する。

また、新型インフルエンザの発生に備えて、新型インフルエンザ対策行動計画に基づき抗イン

フルエンザウイルス薬の備蓄など体制整備を図る。

なお、感染症予防対策の根幹である感染症発生動向調査体制の充実を図るため、感染症情報セ

ンター機能の充実を図る。

エイズ予防対策については、正しい知識の普及啓発の強化、利用しやすいＨＩＶ検査体制の構

築、エイズ治療拠点病院間の連携を図るとともに、エイズを含む性感染症の青少年に対する教育

・啓発活動を教育委員会と連携を図りながら積極的に推進する。

あわせて、ハンセン病についての偏見や差別の解消を図るため、啓発普及事業を実施する。

４ 保健医療スタッフの確保と資質の向上

深刻化する医師不足に対応するため、県立医科大学へ新たに医師20名を配置し、支援要請があっ

た公的病院へ派遣を行う。

また、看護職員については、「福島県看護職員需給計画」の着実な実施に向けて、就業の促進、

養成の充実強化、就業環境等の改善による定着促進及び資質の向上を主要な柱として関連施策の一

層の推進を図る。

さらに、県内において不足が著しい理学療法士、作業療法士等については、修学資金貸与事業の

実施によりその確保に努める。
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○ 食品安全グループ

衣食住全般にわたって安全で安心できる生活環境の確保が求められていることから、特に食品安全

及び動物愛護について、これらの要求に適切に対応しつつ生活衛生行政の一層の充実強化を図るため、

次の施策を重点的に推進する。

１ 食品安全確保対策の推進

(1) 食品の多様化、流通の広域化並びに食品加工技術の高度化に対応して、「福島県食品衛生監視

指導計画」により食品製造施設に対する監視指導を行うとともに、ＨＡＣＣＰ（危害分析・重要

管理点）方式による衛生管理を普及啓発し、営業者による自主的衛生管理体制の強化を図る。

(2) 食品の検査を行い、不良食品の排除に努めるとともに、営業者及び消費者に対し食品衛生知識

の普及啓発を図り、併せて、食品関係施設に対する監視指導により、食中毒の発生を防止する。

(3) 食品安全推進会議を開催し、「福島県食品の安全確保に係る基本方針」及び「福島県食品の安

全確保対策プログラム」に基づく食品安全対策事業の進行管理を行い、食品の安全確保を推進す

る。

(4) と畜及び食鳥検査業務等を強化するとともに、と畜場等の衛生管理の指導を徹底し、安全で衛

生的な食肉の確保に努める。

２ 動物愛護の推進

(1) 飼い犬のしつけ方教室や動物愛護フェスティバルの開催及び小学校への獣医師派遣などを通じ

て、広く県民の間に動物愛護の気風を醸成し、人と動物が共存できる社会環境の確保を図る。

(2） ペットショップなどの動物取扱業者に対して立入指導を実施し、動物の愛護と適正管理の普及

啓発を図る。

(3) 特定動物の飼養施設への立入指導や放置犬等の捕獲並びに飼養者に対する適正管理の指導等を

行う。

○ 環境衛生グループ

衣食住全般にわたって安全で安心できる生活環境の確保が求められていることから、特に衛生的な

環境や水道事業について、これらの要求に適切に対応しつつ生活衛生行政の一層の充実強化を図るた

め、次の施策を重点的に推進する。

１ 衛生的な環境対策の推進

(1) 生活衛生関係営業は、県民生活に密接な関係を有しているが、その経営規模は零細で、営業基

盤も脆弱であることから、経営の健全化のための相談指導体制の充実強化を通じ、生活衛生関係

営業の振興を図る。

(2） 生活衛生関係営業施設に対する監視指導を実施し、自主管理体制の確立を図りながら衛生水準

の維持向上に努める。

(3） 安全で安心できる暮らしを確保するため、公衆浴場や旅館のレジオネラ属菌対策や室内空気環

境対策等を実施し、適切な指導と情報の提供に努める。
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(4) 一定規模以上の建築物の衛生的環境を確保するため、その適正な維持管理について監視指導に

努めるとともに、ビル管理業の登録を促進し、ビル管理業者の資質の向上を図る。

２ 水道事業の推進

(1) 県民が安心して飲める「おいしい水」の安定的な供給に向けて、県内どこでも水道が利用でき

るよう水道未普及地域の解消に努める。

(2) 水道水の安定供給及び経営基盤の強化を図るため、水道の広域化に対する支援を行う。

(3） 災害時におけるライフラインを確保するため、災害に強い水道施設の整備を促進する。

(4） 安全な水供給を確保するため、「福島県水道水質管理計画」に基づき水質検査体制の整備を進

めるとともに、水源の水質悪化や異臭味等に苦慮している地域における高度浄水処理の導入を促

進する。

(5） ビルなどの受水槽水道の適正管理についての指導を徹底し、県民が安心して水道を利用できる

環境づくりを図っていく。

○ 薬務グループ

県民の保健医療サービスの充実を目的として、医薬品等の品質・有効性・安全性を確保するととも

に、血液の確保（400mL、成分献血の普及）並びに覚せい剤等の薬物乱用の防止対策、医薬品の適正

使用につながる医薬分業の啓発に努めるほか、新たな検査需要に対応できるよう、検査体制の充実強

化及び温泉の適正利用の推進を図る。

１ 医薬品等の有効性・安全性 確保の

医薬品等は、医療及び日常生活上必要欠くことができないものとして人の生命・健康の保持、増

進に大きく貢献している。その反面、不良・不適正な医薬品等による事件、医薬品等の副作用の発

生が社会問題になっている現状である。

このような状況のもと、薬事法の目的である医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保するため、

医薬品等製造販売業者に対するＧＶＰ等や医薬品等製造業者に対するＧＭＰ等の指導はもとより、

許認可事務の迅速化を図るとともに、薬事監視体制の充実強化、医薬品等苦情相談窓口を設置する

など、適正な県民医療の確保に努める。

また、医薬品の含有が疑われるいわゆる健康食品の買上げ検査を実施し、無承認無許可医薬品の

排除を行うとともに、健康被害の発生を未然に防止する。

さらに、非常災害時に県民が必要とする医薬品等を迅速に医療機関等へ供給するため県内各医療

圏（南会津医療圏は会津医療圏と同一とする）ごとに医薬品等の備蓄供給体制の確保を図る。

２ 医薬分業

医師等と薬剤師がそれぞれの職能を分担する医薬分業を推進することによって、薬の併用や重複

投薬による副作用等の防止など医薬品の有効性・安全性を確保するとともに、医薬品の適正使用を

推進することにより良質かつ適正な薬物療法を促進させ、県民医療サービスの向上を図る。

また、「かかりつけ薬局」の育成を図るなど、患者本位の良質な医薬分業の定着を図る。
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３ 血液の確保対策の推進

県内の献血者数は、長引く景気低迷を背景とした事業所献血者の減少や、若年層の献血離れ等に

より、年々減少傾向である。

県民の医療に必要な血液を県民の献血で賄えるよう、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関す

る法律及び福島県献血推進計画等に基づき、県民に対し献血思想の普及・啓発、複数回献血や若年

層献血の推進、ボランティア団体の育成等を図りながら血液事業の円滑な推進に努める。

４ 薬物乱用の防止

麻薬、覚せい剤、シンナー等の薬物乱用は、乱用者の個人の健康を蝕むばかりでなく、各種犯罪

を誘発し、家庭崩壊等地域社会への弊害は計り知れないものがある。

また、覚せい剤などの薬物乱用が一般市民層にまで浸透し、最近では全国的に若年層を中心に大

麻や、ＭＤＭＡ（合成麻薬）などの薬物汚染が深刻化してきている。

このため、薬物乱用の弊害について、県民に普及啓発するとともに、薬物乱用を許さない社会環

境づくりを推進する。

さらに、違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）は、有害性があり、乱用によっては健康被害が

生じるだけでなく、ゲートウェイドラッグ（覚せい剤等薬物乱用の入口）になる恐れがあるため、

インターネット監視等により買上げ検査を実施し、無承認無許可医薬品の排除を行うとともに、健

康被害の発生を未然に防止する。

５ 新たな試験検査体制の整備及び精度管理の充実

ＳＡＲＳ等新興・再興感染症や高病原性鳥インフルエンザなどの高病原性動物由来感染症や健康

食品への医薬品成分等混入など健康危機管理に直面した問題が頻発しており、迅速な検査が求めら

れている。また、農産物等の残留農薬検査について、ポジティブリスト制が導入されるなど、検査

をとりまく環境は大きく変化してきており、随時対応を図る必要がある。

そのため、検査体制の強化や調査研究事業の充実を図り、県民の安全安心を確保する。

さらに、県内の衛生検査所を対象に、外部精度管理調査や福島県衛生検査精度管理委員の同行に

よる立入検査を実施し、検査業務が適正に行なわれるように指導監督する。

６ 温泉の適正利用の推進

高齢化社会の到来などを背景に県民の健康指向、やすらぎ指向が一段と高まる中にあって温泉需

要は年々増大し、その利用形態も、温泉旅館や公衆浴場など多岐にわたっており、特に近年は余暇

時間の増大や社会環境の変化に伴い、自然との豊かなふれあいや保養への関心が高まっている。

このことから、貴重な自然資源である温泉源の保護と適正な利用を図る。
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（３) 事 業 計 画

○ 健康増進グループ担当の事業

（単位：千円）１ 健康づくり県民運動の推進と普及啓発

事 業 名 予 算 額 内 容

① 国民健康・栄養 2,021 健康増進法第１０条に基づき、国民の身体の状況、栄
調査 国庫 2,021 養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため調査を（ ）

実施し、国民の健康増進を総合的に推進するための基礎
資料を得る。
○調査項目
・栄養摂取状況調査
・生活習慣調査
・身体状況調査（身長・体重・腹囲・血圧・血液

・運動量・問診）

② 健康増進事務経 4,105 １ 保健衛生学会経費 652千円
費 経常行政経費 手数 1,532 保健衛生関係者の資質の向上を図る研鑚の場として（ ）（ ）

「福島県保健衛生学会」を開催する。
○時期：平成１８年８月３１日（木）
○場所：いわき市（いわき市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ）

２ 健康ふくしま２１推進県民大会経費 849千円
県民健康づくり運動を効果的に展開するため、関係
者の総意と活力を結集して「健康ふくしま２１推進県
民大会」を開催する。
○時期：平成１８年１０月２７日（金）
○場所：福島市（福島テルサ）

３ 健康ふくしま２１推進協議会の開催 499千円
県民をはじめ健康に関連する関係機関及び関係団体
から構成される委員（２５名）により、健康ふくしま
２１を推進するための方策について協議する。
４ 健康ふくしま２１評価検討会の開催 285千円
「健康ふくしま２１計画」の評価に向けた健康情報
の収集・提供の方法を検討するとともに、健康情報を
定期的かつ系統的に把握し進行管理するための方法を
確立する (委員１１名 。）
５ 食生活改善事務経費 1,820千円
(1) 特定給食施設管理事業
○特定給食施設巡回指導
(2) 栄養士・管理栄養士指導事業
○栄養士・管理栄養士養成施設５施設の指導
○栄養士・管理栄養士学生実習指導
(3) 保健福祉事務所栄養指導事業
(4) 市町村栄養改善事業の支援指導
(5) 食品の特別用途表示・栄養表示基準等の管理事業

③ 地域保健推進に 333 ジョイセフ（家庭計画国際協力財団）が行う保健事業
関する国際協力事 (諸収 270) に関する中国関係者の訪日視察研修事業に対し、日中友

、 。業 好と国際協力の立場から 訪日団の視察の受入れを行う
○受入時期 平成１８年７月頃
○受入場所 県庁・県内１保健福祉事務所
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事 業 名 予 算 額 内 容

3,287 ｢県民の健康と生活の質の向上｣を基本目標として策一部新

④ 健康ふくしま２ 定された「健康ふくしま２１計画」に基づき 「健康寿、
１推進事業 命」の延伸を目指し、21世紀における県民健康づくり運

動の総合的推進を図る。
１ 「健康ふくしま２１計画」推進事業(新)
(1) 健康ふくしま２１推進協議会・評価検討会専門分
科会の開催（分野別推進方策(改定案)の検討）
(2) 「健康ふくしま２１計画」改訂版(概要版)の作成
２ がん予防対策推進事業(新)
がん予防に関する啓発資料（ちらし、Ａ４判４頁）
を作成し、市町村と協力のうえ、配布（周知）する。

１ 日本公衆衛生学会一部新 500
公衆衛生に関係する大学、研究機関、行政などの公衆⑤ 公衆衛生学会経
衛生関係者が、日頃の研究成果の発表や、情報交流を図費
るために開催する学会への負担金
２ がん征圧全国大会(新)
がんをなくすため、がんに対する取り組みや、情報
発信を行うことを目的に、がんに関する全ての関係者
が一同に会した大会の開催を支援する。
○時期：平成１８年９月１４日(木)～１５日(金)
○場所：福島市「文化センター」

⑥ 健康衛生事務経 1,117
費（運営経費）

⑦ 健康衛生事務経 373 栄養士免許台帳管理
（ ）（ ）費 施設管理経費 手数 373

11,736
（ ）合 計 国庫 2,021
手数 1,905)（
(諸収 270)
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（単位：千円）２ 健康づくり推進体制の整備

事 業 名 予 算 額 内 容

① 地域保健関係職 3,297 効果的な地域保健対策を推進するために、市町村及び
員研修事業 保健福祉事務所等の職員に対する研修を実施し、関係職

員の資質の向上を図る。
１ 事業評価研修
効果的な事業の企画立案や事業の見直し等を行うた
めに地域保健・福祉事業の評価方法について知識を習
得する。
２ 調査研究技術研修
地域の実情やニーズに応じた効果的な活動を推進す
るための研究的な取組みの意義、方法について実践的
に習得する。
３ 健康づくり推進研修

、 、健康づくり対策を推進するため 生活習慣病の予防
禁煙対策、栄養指導を推進するために必要な知識、技
術の習得を図る。
４ 難病相談技術研修
難病患者に対する適切な相談及び在宅介護・看護の
指導を行うために必要な知識と技術の習得を図る。
５ 地域保健活動強化派遣研修
保健福祉事務所職員に対し、今後の地域保健活動に
必要な技術・能力の習得と資質の向上を図るため、国
立保健医療科学院及び中央等の研修へ派遣する。
６ 地域保健福祉活動推進研修
市町村職員等に対する現任訓練を含めた研修を、地
域の実情や課題を踏まえて実施する。

② 健康増進事務経 716 地域保健医療圏域における保健・医療・福祉関係機関
費 経常行政経費 及び関係者の連携を強化し、精神障害者や長期療養児な（ ）

ど広域的・専門的な支援が必要な在宅療養者に対して効
果的・効率的なサービスを提供するためのケア・コーデ
ィネイトシステムの推進を図る。
１ ケア調整会議の開催
２ 地域在宅ケア研修会の開催

③ 医療社会事業普 160 医療社会事業を広く県民に普及するため、医療社会事
及啓発事業 諸収 160 業に関する各種相談事業を行う福島県医療ソーシャルワ（ ）

ーカー協会に対し補助する。

④ 地域保健医療推 2,725 地域の特性を踏まえた保健医療対策を実施するため、
進事業 各地域保健医療福祉計画に基づき、地域の課題に対応し

た具体的な事業を重点的に実施する。
○地域ぐるみで進める働き盛りの肥満及び糖尿病予
防事業 他

合 計 6,898
(諸収 160)

（単位：千円）３ 生活習慣病対策

事 業 名 予 算 額 内 容

生活習慣病予防普 906 県民がそれぞれのライフステージにおいて自らの生活
及啓発事業 習慣を見直し、生活習慣病の予防と健康の維持を図り、

健康に対する自己管理意識の定着化に資するため、保健
福祉事務所単位で講習会等を開催する。
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（単位：千円）４ 検診体制の整備

事 業 名 予 算 額 内 容

20,029 乳がんは女性のがん罹患率の第一位となっており、そ新

検診機器整備事業 諸収 20,029 の数は年々増加傾向にある。そのため、４０歳未満の若（ ）
年者を対象とした乳がん検診体制の整備を図るため、超
音波検診車を整備する。

（単位：千円）５ 難病対策・原爆被害者対策

事 業 名 予 算 額 内 容

1,270,929 特定疾患は原因が不明で治療方法も未確立であり、か一部新

① 特定疾患治療研 国庫 391,993 つ、経過が慢性にわたる疾患で、日常生活に困難をきた（ ）
究事業 諸収 7 すとともに経済的にも大きな負担となるので、４５疾患（ ）

の治療研究対象疾患を公費で負担することにより医療費
の自己負担を軽減する。また、認定の適正化・効率化と
治療研究の促進に資するため、電子媒体を活用した認定
事務を行う。
１ 特定疾患対策調査研究会の開催 146千円
本県における特定疾患患者の実態を究明、分析する
とともに、患者のＱＯＬの向上のための対策を検討す
る。
○委員：１１名（年１回） 810千円

２ 特定疾患治療研究事業対象患者審査会の開催
特定疾患対象患者の承認審査を行う。
○委員：７名（年１２回）

３ 特定疾患治療研究事業の実施 1,258,941千円
原因が不明で治療方法が確立されていない４５の特
定疾患について、治療研究を行うとともに、治療研究
対象疾患を公費で負担することにより医療費の自己負
担を軽減する。
○対象患者数：８，９６９人

４ 特定疾患公費適正化事業の実施 456千円(新)
特定疾患治療研究事業の公費請求データをシステム
に入力することにより、不正な請求書等の早期発見及

、 。び請求データの統計管理を行い 事務の適正化を図る
５ 難病患者認定適正化事業の実施 2,112千円
特定疾患治療研究事業の対象患者のデータをシステ
ムに入力することにより、認定事務の効率化を図ると
ともに、治療研究の推進を図る。
６ 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護事業

8,464千円
在宅人工呼吸器使用特定疾患患者に対して、診療報
酬で定められた回数を超える訪問看護を実施すること
により、患者の在宅療養の実態把握と介護負担の軽減
、 。を図り 患者・家族の生活の質(ＱＯＬ)の向上を図る
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事 業 名 予 算 額 内 容

② 難病在宅療養者 3,966 長期療養を続ける在宅難病患者の日常生活動作（ＡＤ
支援体制整備事業 国庫 1,983 Ｌ）の程度や病状・病態等に応じた保健・医療・福祉サ（ ）

ービスの提供等の適切な支援を行うことにより、患者及
び家族の生活の質の向上を図る。
１ 難病患者地域支援連絡調整事業
(1) 難病患者地域支援連絡会議
(2) 難病患者在宅ケア調整会議
２ 難病患者相談指導事業
３ 難病患者医療相談事業
４ 難病患者訪問診療事業
５ 重症難病患者療養支援ネットワーク事業
６ 難病研修会事業
７ 難病医療連絡協議会

③ 先天性血液凝固 21,224 先天性血液凝固因子障害者のおかれている特別な立場
因子障害等治療研 国庫 7,161 を考慮し、その患者の医療費の自己負担分を公費で負担（ ）

、 、 、究事業 することにより 患者の医療負担の軽減を図り 精神的
身体的不安の解消を図る。
○対象人員 76人

④ 遷延性意識障害 16,379 事故、疾病等により、大脳機能一般が長く失われた状
治療研究事業 態である遷延性意識障害者に対する治療は極めて困難で

あり、かつ長期にわたりその医療費も高額になるので、
３か月以上この状態にある患者の医療負担の軽減を図
る。
○対象人員 43人

⑤ 難病患者等居宅 498 難病患者等の生活の質の向上を図るため、難病患者等
生活支援事業 国庫 116 の居宅における療養生活を支援する。（ ）

１ 難病患者等ホームヘルプサービス事業（該当市町村
へ補助）
日常生活を営むのに支障がある難病患者等の家庭に
対し家事、介護等の援助を行うためのホームヘルパー
の派遣を行う。
難病患者等の介護者が社会的又は私的理由により、
難病患者等を介護できない場合、当該難病患者等を一
時的に病院等で保護する。
２ 難病患者等日常生活用具給付事業（中核市を除く該
当市町村へ補助）
日常生活を営むのに支障がある難病患者等の家庭に
対し日常生活用具を給付する。
３ 難病患者等ホームヘルパー養成研修事業
難病患者等のホームヘルプサービス事業に対するニ
ーズに対応するため、ホームヘルパーの養成を行う。



- 148 -

事 業 名 予 算 額 内 容

⑥ 難病相談支援セ 8,888 原因が不明であり、治療法が確立していない、いわゆ
ンター事業 国庫 4,429 る難病の患者が抱える多くの相談ニーズに応えるため、（ ）

諸収 30 地域における相談の拡充、より専門的な相談への対応、（ ）
県域全体を視野に入れた患者支援方策の充実を図るとと
もに、各種施策を展開する。
１ 難病相談・支援センター運営費
２ 希少難病患者会・支援セミナー事業
患者数が少ない、稀少難病など広域的(県全域)な支
援が必要な疾患について、患者・家族等を対象とした
相談会・交流会を開催する。
○開催回数：年３回

３ 難病相談会・交流会開催支援事業
患者数がある程度あり、患者会等が組織されている
疾患について、患者会等自らが行う相談会・交流会開
催の支援(補助)を行い、患者会等組織の運営基盤強化
を図る。
○開催回数：１２回

４ ボランティア育成事業
難病患者・家族が、住み慣れた地域で安心して自立
した療養生活ができるような在宅療養環境整備を図る
ため、ボランティアの育成を行う。

⑦ 原爆被爆者対策 50,013 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、
事業 国庫 49,436 被爆者健康手帳の交付、健康診断の実施、認定疾病及び（ ）

一般疾病に対する医療の給付、各種手当等の支給並びに
介護保険等利用の際の助成を行い、被爆者の健康保持と
福祉の向上を図る。また、被爆者二世を対象とする健康
診断を行う。
１ 被爆者の健康診断事業
原爆被爆者が今なお置かれている特別の状況に鑑
み、原子爆弾被爆者に健康診断を実施し、健康の保持
と増進を図る。
２ 被爆者各種手当支給事業
原子爆弾被爆者であって、原子爆弾の障害作用の影
響を受け、今なお特別の状態にある者に対し、手当を
支給することにより、その福祉の向上を図る。
３ 原爆被爆者の介護保険等利用助成事業
原子爆弾被爆者が介護保険を利用した時に、その自
己負担分を助成することにより、原子爆弾被爆者の生
活の水準の保持及び福祉の向上を図る。
４ 原爆被爆者二世健康診断事業
原子爆弾被爆者の二世に対し、健康診断を行うこと
により、その健康状態の実態を把握するとともに健康
管理に資する。
５ 原爆被爆者葬祭事業
原子爆弾被爆者が、被爆から死没までの特別の境遇
に鑑み、遺族に対し、葬祭料を支給する。

1,371,897
合 計 国庫 455,118)（

（ ）諸収 37
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（単位：千円）６ 歯科保健

事 業 名 予 算 額 内 容

① 健康増進事務経 1,107 １ 歯科保健対策協議会設置運営事業
費 経常行政経費 国庫 920 本県における歯科保健対策を総合的かつ体系的に推（ ）（ ）

進するため、学識経験者、保健医療関係団体の代表者
等から構成される歯科保健対策協議会を開催する。
２ 市町村歯科保健強化推進事業（各保健福祉事務所）
歯科保健情報システム等を活用して市町村歯科保健
事業を支援するため、検討会及び研修会を開催する。
３ 歯科保健指導者養成研修事業
「健康ふくしま２１計画」や「福島県歯っぴいライ
フ８０２０運動推進計画」の目標達成に向け、ライフ
ステージに応じた歯科保健思想の普及啓発を図るた
め、歯科保健指導者の養成を行う。
○実施回数：１回

② ヘル歯ーライフ 5,038 ８０２０を目指した歯の健康づくりに関する知識の普
（ ） 、「 、 。 」８０２０推進事業 国庫 4,975 及啓発を図るため うつくしま ふくしま 歯の祭典

や８０２０推進普及啓発資材の作成などを行うととも
に、市町村における８０２０推進の支援を行う。
１ ヘル歯ーライフ８０２０の実施
(1) ヘル歯ーライフ８０２０の実施
(2) 市町村における８０２０推進の助言・指導
(3) フッ化物応用支援事業
(4) 歯周疾患予防支援事業
(5) 歯からはじめる禁煙支援事業
２ ヘル歯ーライフ８０２０フェアの開催
(1) 「うつくしま、ふくしま。歯の祭典」の開催
(2) 歯の健康づくり講演会

③ ヘル歯ーケア推 600 生涯を通じた歯の健康づくりを推進するため、口腔保
進事業 諸収 600 健指導の必要な在宅療養者等に対し歯科衛生士による口（ ）

腔保健指導を行い、障がい者等の生活の向上を図る。
(1) 訪問口腔保健指導事業（各保健福祉事務所）
(2) 要介護者口腔ケア教室の開催 県内４か所

④ 障がい児者等歯 1,260 障がい児者施設の入所者や通所者の口腔保健指導を実
科保健指導事業 国庫 630) 施し、口腔状態や嚥下、咀嚼などの口腔機能の改善を図（

るとともに、施設の口腔健康管理能力の向上を図る。
(1) 歯科健康診査
(2) 歯科保健指導
○対象施設：障がい者施設
○指導回数：各４回
（ ）うち２回は歯科医師による健康診断を行う

8,005
合 計 国庫 6,525)（

（ ）諸収 600

７ 健康危機管理体制の整備充実

事 業 名 予 算 額 内 容

健康危機管理対応 922 健康危機管理事例発生時の連絡体制を確保するため、
、 、事業 緊急時連絡体制の運用を行うとともに 研修会を開催し

「健康危機管理マニュアル」を踏まえた図上演習等を行
い、その実効性の確保を図る。
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○ 医療看護グループ担当の事業

１ 保健医療提供体制の整備充実
（単位：千円）(1) 医療提供体制の整備充実

事 業 名 予 算 額 内 容

① 健康衛生事務経 45 県民医療推進経費
費（運営経費）

② 医療安全対策事 2,984 福島県医療相談センターを運営し医療相談等に応じる
業 (諸収 13) とともに、福島県医療安全対策検討会を運営し、相談体

制の整備・強化を図る。

③ 原子力災害緊急 27,560 緊急時医療活動に必要な緊急時医療施設の維持管理経
時医療活動事業 国庫 27,560 費、医療機器等の整備経費並びに緊急時医療活動従事者（ ）

に対する研修を行う。
１ 緊急時医療施設の維持管理経費
○環境医学研究所内検査除染室
（県汚染検査室を含む）
○県立医科大学医学部附属病院
○第二次被ばく医療機関への必要経費の補助

２ 緊急時医療機器等整備費
○緊急被ばく医療活動用必要消耗品、燃料の購入

（ 、○ヨウ素剤等の購入 県汚染検査室保管分の更新
粉末購入）

○緊急被ばく医療活動用の（衛星）携帯電話等の
基本料
○緊急被ばく医療事務用パソコンリース料
○緊急時医療機器の点検、校正及び保守点検の委
託（サーベイメータ、ハンドフットクロスモニ
タ、ＷＢＣ等）

○緊急時医療資機材等の購入
３ 緊急時医療活動研修等経費
緊急被ばく医療活動における汚染検査、除染の方法
等、必要な知識と技術の習得のため、国の委託を受け
た機関等が実施する研修会等に医療関係職員を派遣す
る。
また、緊急時医療体制の整備充実を図るため、関係
機関による定期的な連絡会議（緊急時医療対策連絡会
議）を開催し、緊急時医療に関する協議、情報交換、
研修等を行う。

④ 医療審議会運営 1,754 医療提供体制の確保に関する重要事項を調査審議する
経費 手数 137 医療審議会を開催する。（ ）

○全体会議 年２回開催
○保健医療計画調査部会 年４回開催
○医療法人部会 年２回開催
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事 業 名 予 算 額 内 容

⑤ 県民医療対策経 2,950 １ 医療監視及び指導経費
費 経常行政経費 手数 2,950 (1) 一般医療監視及び医療機関指導（ ）（ ）

病院、診療所、助産所等について、関係法令に規
定された構造設備・人員を有し、適正な管理を行っ
ているかどうかについて検査を行い県民に適正な医
療を提供できるように監視並びに指導を行う。
○監視回数
・病 院：１回／年
・一般診療所：１回／２年
・その他（歯科診療所、助産所、歯科技工所及び

施術所 ：１回／３年）
(2) 特別医療監視
医療機関における不適法な事案の発生を防止する
ため、医師、看護師、薬剤師等の勤務の実態を調査
し適正な病院管理運営を指導する。
(3) 医療法人等指導調査
医療法人、公益法人の適正な運営を確保するため
必要に応じ実地調査、指導を行う。
(4) 病院等使用前検査
医療法の規定により病院、診療所の開設を行う場
合、同法関係法令に適合しているかどうかの確認を
行い、適正な医療施設を確保する。
(5) 医療監視員研修会
○期間・場所：１日間・福島市

３ 医療監視用サーべイメーター保守点検
４ 放射線担当医療監視員線量当量測定検査

⑥ 福島県周産期医 39,795 県の母子保健衛生の水準を示す、出生数、出生率、合
療システム整備事 国庫 406 計特殊出生率は年々減少化傾向にあり、出生数に占める（ ）
業 低出生体重児の割合も、年々高くなる傾向にある。

そのため、妊娠、出産から新生児に至るまでの一貫し
た医療体制である総合的な周産期医療システムを確立す
ることにより、県民が安心して生み育てることができる
環境づくりを推進する。
１ 周産期医療協議会等開催経費 814千円
関係行政機関、医療関係団体等をもって構成し、地
域の実情に応じて検討及び協議を行う。
２ 周産期搬送システム調査・研究事業 237千円
周産期医療システムの確立のために必要な事項につ
いて、調査研究を行う。
３ 地域周産期母子医療センター等への運営費補助

38,575千円
ネットワークにおける公的な使命を踏まえ、これま
で以上に院内の診療体制を充実させ、新たに司令塔的
な機能や情報解析・提供機能、さらに総合周産期母子
医療センターの代替機能等を担うこととなることか
ら、周産期医療を担う医療機関に対して、運営経費の
一部を支援する。
○補助率：県１／３

（ ）○補助先：地域周産期母子医療センター ４カ所
周産期医療協力施設（５カ所）

４ 周産期医療関係者研修費 169千円
総合周産期母子医療センターにおいて、地域周産期
母子医療センター、周産期医療協力施設等の医師、看
護師、助産師等に対して、周産期医療に必要な専門的
・基礎的知識、技術を習得させるため研修を行う。
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事 業 名 予 算 額 内 容

⑦ 医療施設近代化 244,310 医療施設における患者の療養環境や、医療従事者の執
施設整備事業 国庫 244,310 務環境、衛生環境の改善を図り、良質な医療を供給する（ ）

体制を確保するため、これら施設整備事業を実施する病
院に対して助成する。
○補助率：国 １／３
○補助先：病院 ２カ所

⑧ 公的病院特殊診 9,030 特殊診療部門（在宅医療、小児医療等）を有する公的
療部門運営費等補 国庫 4,515 病院の財政の健全化を図り、地域住民の医療の確保を図（ ）
助事業 るため、運営費を助成する。

○補助率：国１／３ 県１／３
○補助先：病院 １カ所

⑨ 特定医療機器整 874 民間医療機関によるがん検診機器、人工透析装置、又
備資金利子補給事 は大腸ファイバースコープ等の整備を効果的に推進する
業 ため、診療機器整備に伴う借入金の利子の一部を補給す

る。
○交付先 民間病院（人工透析装置等にあって

は民間診療所も含む）
○利子補給率 １．５％
○利子補給期間 ３年間

⑩ 地域医療支援事 2,668 かかりつけ医の定着、連携クリティカルパスによる機
業 国庫 1,334 能分担といった機能分化に資する事業を実施し、主要な（ ）

事業ごとの医療提供体制の構築を図る。
○委託先 （社）福島県医師会
○実施地域 県内１カ所

⑪ 小児医療確保方 161 小児医療の確保方策について調査・研究等を行う。
策検討事業

4,380 平成１６年４月から新医師臨床研修制度が始まったこ一部新

⑫ 医師臨床研修対 負担 1,280 とに伴い、全国の医学生を対象に福島県臨床研修指定病（ ）
策事業 諸収 500 院による合同ガイダンスを東京都及び福島市で開催し、（ ）

県内への医師の定着を図る。また、同制度の「地域保健
・医療」研修において、臨床研修医を県内の保健福祉事
務所で積極的に受入れ、地域保健行政における医師の役
割を理解してもらう。
１ 臨床研修病院合同ガイダンス事業 2,351千円
「福島県臨床研修病院合同ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ2006」開催費
２ 医師臨床研修地域保健・医療研修事業 150千円
「地域保健・医療」研修で臨床研修医を受け入れる
保健福祉事務所の必要経費（県北・県中・県南保健福
祉事務所）
３ 医師臨床研修指導医養成講習会事業 1,879千円(新)
効果的に臨床研修を推進するための指導医養成講習
会開催経費

⑬ 小児救急医療整 2,905 小児科医師以外のマンパワーを動員することで、医師
備支援事業 国庫 379 の負担を減らし、かつ子どもが病気の時の対応について（ ）

親に理解してもらうことにより不安の軽減を図る。
１ 保護者支援事業 1,765千円
子どもの疾病について保護者に正しい情報を提供
し、育児不安の解消を図る。
２ 医師研修事業 1,140千円
小児科医師が不足している地域で医師の小児診療能
力を高めるための研修を実施し、小児初期救急医療体
制の充実を図る。
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事 業 名 予 算 額 内 容

31,465 地域の医療水準の向上に資するため、医療機関におけ新

⑭ 地域医療充実の 国庫 31,465 る医療機器等の整備に要する経費の一部を助成する。（ ）
ための設備整備補 ○補助率：国１／３
助事業 ○補助先：病院 １カ所

370,881
（ ）国庫 309,969
（ ）合 計 負担 1,280
（ ）手数 3,087
（ ）諸収 513

（単位：千円）(2) 救急医療体制の強化

事 業 名 予 算 額 内 容

① 初期救急医療体 12,140 救急医療体制の基盤として、休日等における軽症な救
制整備事業 急患者に対応する体制を確保する。

１ 歯科在宅当番医制事業 8,000千円
○委託先： 社）福島県歯科医師会（

２ 小児初期救急医療事業 4,140千円
○補助率：県１／３
○補助先：福島市、郡山市

② 第二次救急医療 35,603 初期救急医療の後方体制として、休日又は夜間におけ
体制整備事業 国庫 17,801 る入院や手術を要する重症救急患者を収容する施設を確（ ）

保する。
１ 病院群輪番制病院設備整備事業 28,000千円
○補助率：国１／３ 県１／３
○補助先：福島市、いわき市

２ 小児救急医療支援事業 7,603千円
○補助率：国１／３ 県１／３
○補助先：郡山市

③ 第三次救急医療 166,120 重篤な救急患者を受け入れる高度な診療機能を有する
体制整備事業 国庫 83,060 ２４時間診療体制の救命救急センターを設置・運営す（ ）

る。
救命救急センター運営事業
○補助率：国１／３ 県１／３
○補助先：救命救急センター ２カ所

8,342 １ 災害救急医療資器材整備事業 2,065千円一部新

④ 災害時救急医療 国庫 2,800 大規模災害時における初動体制として、医療救護活（ ）
体制整備事業 動が迅速かつ的確に行えるよう平成10年度及び11年度

に保健所に備蓄整備した災害救急医療資器材（救急医
療セット）のメンテナンスを行う。
２ 地域災害医療センター設備整備事業 5,600千円
災害医療センターとして必要な設備を整備するた
め、その経費の一部を助成する。
○補助率：国１／３ 県１／３
○補助先：病院 １カ所

３ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）研修派遣事業(新)
677千円

国が主催する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）研修
に県内のＤＭＡＴ整備病院を派遣する。
○派遣対象病院 ４病院
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事 業 名 予 算 額 内 容

⑤ 救急病院協会補 3,000 救急病院（国立、県立を除く56病院）の適正な活動を
助事業 促進するため、研修会の実施、中央研修会への派遣など

の事業に要する経費の一部を補助する。

⑥ 総合医療情報シ 125,499 災害時を含めた救急医療体制を支援するため、総合医
ステム運営事業 国庫 36,287 療情報センターを中核に、県内全域の救急・へき地医療（ ）

負担 16,636 関係機関等をインターネット方式で結び、各種救急医療（ ）
情報や医療機関情報を登録し、提供するとともに、県民
にも、初期救急医療体制の情報（や基本情報の）提供を
行う。
○総合医療情報センター設置場所
福島県医師会館内
○委託先：(社)福島県医師会

⑦ 救急医療対策協 2,670 県内の救急医療体制の一層の整備促進を図るととも
議会運営経費 国庫 204 に、第三次福島県保健医療計画を推進するため、救急医（ ）

療体制の整備充実、搬送途上医療の推進、応急手当の普
及等について、具体的な協議を行う。
１ 県救急医療対策協議会運営経費 407千円
関係機関相互の合意形成機関として設置し、全県的
な救急医療体制の整備について検討協議を行う。
○開催回数：２回

２ 地域救急医療対策協議会運営経費 2,048千円
県内の７地域保健医療圏域毎に設置し、地域の救急
医療体制の整備、メディカルコントロール体制等につ
いて検討協議を行う。
○開催回数：各１回

３ 県救急医療体制整備検討小委員会運営経費
215千円

県協議会の下部組織として、救急医療体制の整備等
について具体的に検討協議を行う。
○開催回数：２回

⑧ 福島県ＡＥＤ 3,270 一般市民のＡＥＤ使用について、講習会の指導者の養
（自動対外式除細 成やＡＥＤ機器の設置を通じて普及啓発を行い、県内の
動器）推進事業 救命率の向上を図る。

１ 福島県ＢＬＳ・ＡＣＬＳ研修事業 1,170千円
県医師会が主催するＡＣＬＳ研修会の開催に必要な
経費に対して、補助を行う。
○補助率：１／２
○補助先： 社）福島県医師会（

２ 福島県ＡＥＤ設置推進事業 2,100千円
一般市民のＡＥＤ使用について普及啓発を行うた
め、県の施設にＡＥＤを設置する。
○設置箇所：保健福祉事務所 ６カ所

64,863 救急患者の治療開始までの時間及び搬送時間の短縮の新

⑨ ドクターヘリ整 ため、医科大学附属病院にヘリポート等を整備するとと
備事業 もに、円滑な運航を図るためドクターヘリ運航検討委員

会（仮称）を開催する。
１ ヘリポート整備事業 64,283千円
２ ドクターヘリ運航検討委員会（仮称）開催経費

580千円
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事 業 名 予 算 額 内 容

⑩ 医科大学附属病 462,692 救命救急センターの空白地域である県北地域を対象と
院救命救急センタ して、医科大学附属病院に高度救命救急センターを目指
ー整備事業 して、救命救急センターを整備する。

○施設整備費 434,197千円
○設備整備費 22,552千円
○委託料等 5,943千円

⑪ 県民医療対策経 977 災害医療従事者研修派遣事業
費 経常行政経費 災害時における初期救急医療体制の充実強化を図るた（ ）

め、厚生労働省が実施する医療従事者に対する研修会へ
医療救護スタッフ要員を派遣する。
○対象：災害医療センターの医療チーム

（１チーム５名編成 ２班）

885,176
（ ）合 計 国庫 140,152
（ ）負担 16,636

（単位：千円）(3) へき地医療の確保

事 業 名 予 算 額 内 容

① 自治医科大学運 127,000 全国各都道府県が共同出資して設置した自治医科大学
営費負担金 の運営費を負担する。

② へき地医療支援 42,645 １ へき地医療支援機構運営事業 5,096千円
対策事業 国庫 2,501 へき地医療支援機構内に設置したへき地医療総合調（ ）

諸収 14 整会議を開催し、へき地医療支援アクションプログラ（ ）
財収 190 ムの進行管理、へき地医療支援計画の作成等を行う。（ ）

また、市町村の要請に基づき、医師の派遣調整を行う
とともに、市町村との連携のあり方の検討を行う。
２ へき地勤務医師確保対策事業 1,359千円
へき地診療所等で一定期間勤務した医師について、
分限休職による研修期間を付与し、その際の費用の一
部を負担するとともに、へき地診療所等の支援を円滑
に行うため、へき地医療を支援する医師に対して住宅
を貸与する。
３ 福島県へき地医療医師確保修学資金貸与事業

28,599千円
へき地において医学を専攻する学生で、将来、へき
地診療所等県が指定する医療機関に勤務しようとする
者に対して修学資金を貸与することにより、本県のへ
き地医療における医師等の確保を図る。
○貸与額：２３５千円／月

入学金相当額 1,000千円（上限）
４ へき地医療研修会開催事業 591千円
医療に恵まれない地域における医療提供体制の整備
充実が求められている今日、へき地医療の確保を図る
とともに、今後の共同・連携につなげるため、へき地
医療研修会を開催する。
５ へき地医療支援センター運営費等補助事業費

7,000千円
へき地診療所等への診療支援、町村の行う保健福祉
事業への協力を行うへき地医療支援センターを設置す
る町村の組合に対して、その経費の一部を補助する。
○補助率：県２／３
○補助先：南会津地方広域市町村圏組合
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事 業 名 予 算 額 内 容

③ へき地診療所運 12,086 へき地診療所施設整備費国庫補助金の交付を受けて設
営事業 国庫 12,086 置したへき地診療所の運営費に対して助成する。（ ）

○補助率：国２／３
○補助先：診療収入額が補助基準額に満たないへき

地診療所を運営する市町村

④ 自治医科大学卒 9 自治医科大学卒業医師に対する臨床研修（医師法第16
） 、 。業生臨床研修事業 条の2 を 県立医科大学及び県立会津総合病院で行う

⑤ へき地診療所の 1,190 遠隔画像システムの運用に要する経費の一部を助成す
ための遠隔医療設 る。
備整備補助事業

182,930
（ ）合 計 国庫 14,587
（ ）諸収 14
（ ）財収 190

（単位：千円）(4) 歯科医療の確保

事 業 名 予 算 額 内 容

介護保険等対応歯 400 歯科検診、歯科治療等の歯科保健医療サービスを受け
科保健医療推進事業 諸収 400 る機会に恵まれているとは言えない状況にある要介護者（ ）

等への適切な歯科保健医療サービスに関する研修会に対
して補助を行う。
○補助先： 社）福島県歯科医師会（
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２ 保健医療の新たな展開
（単位：千円）(1) 在宅ケア

事 業 名 予 算 額 内 容

① 訪問看護推進事 4,019 看護師等が家庭を訪問し看護サービスを提供する訪問
業 看護ステーションの開設事業者に対して、施設整備費を

助成をすることにより、その整備促進を図る。
○補助先：地方公共団体 非営利法人

4,588 在宅療養者への緩和ケア及び訪問看護の充実を図り、一部新

② 在宅ケア推進事 国庫 2,748 県民が質の高い在宅ケアを受けることができる体制を確（ ）
業 諸収 1 保する。（ ）

１ 在宅ケア推進検討会 487千円
各年度の在宅ケア推進事業の企画・調整・評価等を
行い、在宅ケアの推進に寄与する。
２ 在宅緩和ケア研修事業 926千円
医師、看護師等に対する研修を実施し、在宅緩和ケ
アの知識と技術の習得を図る（県医師会又は郡市医師
会へ委託 。）
３ 在宅緩和ケア普及事業 1,916千円
在宅緩和ケアを地域に浸透させるため、ケアの利用
者と提供者が共同して、一般住民を対象に普及啓発を
図る。
４ 在宅緩和ケア地域連携会議 381千円
地域において在宅緩和ケア関係者（医療機関、訪問
看護ステーション、薬局等）の連携強化を図り、実施
状況についても他の地域に情報提供する。
５ 訪問看護ステーション・医療機関に勤務する看(新)
護師の相互研修 878千円
看護の動向や専門性等を相互に理解することによ
り、訪問看護の推進を図る。

8,607
（ ）合 計 国庫 2,748
（ ）諸収 1

（単位：千円）(2) 移植医療の普及

事 業 名 予 算 額 内 容

① 骨髄バンクドナ 1,350 広く県民に対して骨髄バンク事業の普及啓発を行い、
ー登録推進事業 事業に対する県民の理解とドナー登録の促進を図る。

② 臓器移植推進事 9,559 日本臓器移植ネットワークが行う臓器移植関係の円滑
業 諸収 3,000 な実施と、臓器移植に対する県民及び医療機関への普及（ ）

啓発を行い、臓器移植コーディネーター設置するなどし
て、全国の臓器に障害を持つ患者が適正かつ公平な臓器
移植を受けられる環境を整備する。

合 計 10,909
（ ）諸収 3,000
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（単位：千円）３ 結核・感染症対策

事 業 名 予 算 額 内 容

① 健康衛生事務経 575 １ 感染症予防対策事務経費
費（運営経費） 国庫 37 ２ 予防接種普及事務経費（ ）

② 結核予防法第56 4,199 私立学校及び施設が行う結核定期健康診断に対し補助
条の都道府県の補 金を交付し、結核定期健康診断の実施を確実なものとす
助 る｡

○私立学校等の行う定期健康診断、予防接種事業
対象施設 ６９施設 約5,500人

③ 結核対策特別促 3,588 地域の実状に応じた対策を実施し結核の予防を推進す
進事業 国庫 2,151 る｡（ ）

④ 結核等感染症緊 441 結核の感染源追求のため、結核菌の遺伝子学的検査及
急対策事業 びその他の感染症の検査を衛生研究所で行うにあたり、

衛生公害研究所に新設するレベル３の研究室に係る器材
・消耗品等の整備を行うもの

⑤ 結核医療事務経 6,271 結核予防法第２８条に基づく従業禁止及び第２９条に
費 基づく入所命令、並びに第３４条に基づく医療費の申請

に関する必要な事項を審査するため、結核診査協議会を
開催する。
○結核診査協議会設置保健所 ５保健所
○開催回数 120回

⑥ 結核医療費 32,701 結核の適正な医療を普及するため、結核患者(通院・
国庫 23,192 入院）に対し、公費負担を実施するとともに、結核予防（ ）

法第２９条に基づく入所命令の措置を行い、医療の促進
を図る。
１ 一般患者(３４条)医療費公費負担事業
○支払予定件数 3,143件

２ 命令入所患者(３５条)医療費公費負担事業
○支払件数 392件

⑦ 結核患者管理費 14,253 結核予防法第５条に基づく定期外の健康診断及び第２
国庫 6,646 ４条の２に基づく登録患者の健康診断を実施する。（ ）

○患者家族及び接触者検診
結核患者と同居している者等の接触者
実施予定人員 ２，５００人

○管理検診
治療放置患者、経過観察患者、病状不明者等
実施予定人員 １９０人
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事 業 名 予 算 額 内 容

⑧ 感染症予防対策 30,414 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
事業 国庫 14,263 法律に定められた各疾病の発生時に、必要な措置をとる（ ）

とともに、疫学調査を実施し、感染経路の究明を図る。
また、接触者等に対して健康診断を行い、二次感染の
防止に努める。
１ 海外渡航者防疫対策事業
海外からの帰国者のうち、検疫所通報のあったもの
及び第１類感染症、第２類感染症患者等と飛行機を同
乗していた者及び同行者に対して健康調査や検便を実
施し、感染症患者等の早期発見に努めることにより二
次感染者の発生を未然に防止する。
２ 感染症予防費等負担金
感染症の病原体に汚染された場所の消毒に要する経

。（ ）費等の市町村支弁分に対する負担金 中核市を除く
○負担率：２／３（国１／２、 県１／２）

３ 腸管出血性大腸菌感染症予防対策事業
腸管出血性大腸菌感染症患者の発生に対する防疫対
策及び検査に要する費用を計上する。
４ 行幸啓等防疫対策事業
皇族来県に伴い、関係施設職員の健康調査及び検便
検査を実施する。
５ 移送費
１類・２類感染症患者等を患者発生場所から感染症
指定医療機関へ移送する。
６ 感染症診査協議会運営費
患者の入院勧告及びその延長に関する必要な事項を
審議するため、各保健所に感染症診査協議会を置く。
７ 入院患者医療費
県が入院勧告又は入院の措置をした場合において、
患者が受ける医療に要する費用の内、社会保険等で負
担される部分を除いた費用を負担する。
８ 指定医療機関運営費補助金
○補助率：国１／２、県１／２

190,189 県内での新型インフルエンザの大流行に備え 「福島新 、
」 、 ，⑨ 新型インフルエ 県新型インフルエンザ対策行動計画 に基づき １７４

ンザ対策事業 ０００人分の抗インフルエンザウイルス薬を平成１８年
度及び平成１９年度の２カ年で備蓄する。

⑩ 予防接種事故対 14,302 流行の恐れのある疾病の発生及び蔓延を予防するた
策負担金 国庫 9,534 め、市町村に対し､予防接種法に定められた定期･臨時の（ ）

予防接種の適正な実施及び予防接種による健康被害への
対応について指導を行う｡
１ 予防接種事故対策負担金
市町村が予防接種健康被害を受けた者に対して支弁
した医療費、医療手当、障害年金の給付額の４分の３
を県が負担する（県が支弁した額の３分の２を国が負
担する 。）
２ 予防接種事故発生調査費補助金
市町村が予防接種健康被害調査委員会を開催し、調
査等に要した費用の４分の３を県が負担する（県が支
弁した額の３分の２を国が負担する 。）

⑪ 予防接種後健康 261 予防接種後の健康状況調査を実施する。
（ ）状況調査事業 国庫 261
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事 業 名 予 算 額 内 容

⑫ 感染症サーベイ 11,822 １ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
ランス等事務経費 国庫 5,795 る法律第１４条、第１５条及び第１６条に基づき、感（ ）

、 。（経常経費） 染症の発生状況や動向を把握し その情報を公表する
、 、あわせて 感染症の患者情報と病原体情報を収集し

総合的に分析し、これを関係機関・県民に公表するた
め、衛生研究所に設置した感染症情報センターの機能
の充実を図る。
○感染症発生動向調査企画委員会
年１回開催

○情報収集事業
対象地域：県下全域（１１５医療機関）

○検査事業（病原体の検査）
対象地域：県下全域（２１医療機関）
疫学調査の実施

○標準株等維持対策
常時維持する細胞 ３種類
標準ウイルス株、免疫血清の常備

○感染症情報センター整備事業
２ 事務経費
(1) エイズ等予防対策
(2) 原爆被爆者健康診断
(3) 原爆被爆者各種手当

⑬ 感染症発生動向 774 感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法
調査事業 律に基づき、感染症の発生状況や動向を把握し､その情

報を公表する｡

⑭ 感染症流行予測 253 集団免疫の現況把握及び病原体の検索等の調査を行
調査事業 国庫 253 い、予防接種事業の効果的な運用を図り、更に長期的な（ ）

視野にたち総合的な疾病の流行を予測する｡

⑮ エイズ対策促進 4,451 エイズ対策促進事業実施要綱に基づき、感染者・患者
事業 国庫 2,225 の全国的な増加に対処するため、地域の実情に応じたエ（ ）

イズ対策を推進し、本県におけるエイズのまん延を防止
する｡
１ エイズ対策推進協議会の運営
関係団体が一同に会し、普及啓発活動の効果的な進
め方やＨＩＶ感染者等の医療機関の受け入れ体制の整
備等専門的課題の協議・検討を行い、関係団体の連携
を強化する （年１回開催）。
２ 普及啓発事業
(1) 世界エイズデー街頭広報
(2) 若者へのパンフレット配布
(3) 携帯電話による広報
(4) 学校、企業等への講師派遣
３ エイズ治療拠点病院整備促進事業
(1) エイズ治療拠点病院情報交換研究会の開催
(2) 針刺し事故予防投薬の整備
４ エイズ対策推進マンパワー養成研修事業
(1) 国立保健医療科学院等研修派遣
(2) 医療従事者研修会
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事 業 名 予 算 額 内 容

⑯ ＨＩＶ抗体検査 3,208 １ ＨＩＶ抗体検査
事業 国庫 1,463 ＨＩＶ抗体の匿名検査を原則無料で実施する（原則（ ）

（ ） 、 ）。 、手数 7 予約制で週１回実施 夜間検査は月２回実施 また
一部保健所において、潜在的なＨＩＶ感染者の早期発
見を図るため、検査当日に結果を伝えられる即日検査
を実施する。
２ ウイルス性肝炎（Ｃ型肝炎、Ｂ型肝炎）検査事業
肝炎に対する不安のある場合はＨＩＶ抗体検査と併
せて、無料で検査を行う。
３ エイズ相談事業
ＨＩＶ検査と併せて相談事業を行い、感染リスクを
回避するための支援を行う。

⑰ ハンセン病啓発 767 本県出身のハンセン病患者の要望を踏まえ、ハンセン
普及事業 国庫 755 病に対する県民理解の向上に資するため、ハンセン病に（ ）

関する正しい知識の啓発普及事業を実施する。
１ 講演会の開催
ハンセン病についての正しい知識や、ハンセン病政
策の歴史についての講演会を開く。
○対象：一般県民（約２００人）
○場所：福島市

２ 啓発用パンフレットの作成
ハンセン病についての正しい知識の普及にあたり、
特に偏見のない若い世代に正しい知識を持ってもらう
ことが有効であるので、パンフレットを作成し、学校

。（ ， ）を通じ配布する 小学校４年生分：２５ ０００部

⑱ ハンセン病入所 1,348 各国立ハンセン療養所入所者の要望を踏まえ、本県の
者ふるさと交流事 新聞や産品を入所者に送り届けるとともに、故郷の福島
業 県において入所者の交流会を実施することにより、ふる

さととの交流の促進し、入所者の療養生活の安定・慰労
を図る。
１ 新聞や産品の送付 ５２５千円
外出が困難な入所者も含めた入所者全員を対象にし
て、ふるさとの情報や食べ物を送付する。
２ ふるさと交流会の開催 ８２３千円
外出が可能な入所者及び配偶者を本県に招き、入所
者が一同に会した交流会を開催する。

319,817
（ ）合 計 国庫 66,575
（ ）手数 7

（単位：千円）４ 保健医療スタッフの確保と資質の向上

事 業 名 予 算 額 内 容

① 健康衛生事務経 57,285 １ 総合衛生学院管理運営経費
費（運営経費） 使用 39,686 ２ 会津若松看護専門学院管理運営経費（ ）

諸収 32 ○ 総合衛生学院（ ）
養成人員 助産学科 定員２０名 １学年

看護学科 定員５０名 ２学年
歯科衛生学科 定員２０名 ２学年
歯科技工学科 定員２０名 ２学年
臨床検査学科 定員２０名 ３学年

２ 会津若松看護専門学院
養成人員 看護学科 定員３５名 ３学年
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事 業 名 予 算 額 内 容

② 健康衛生事務経 63,040 １ 看護師等免許管理システム運営事業
費 施設管理経費 使用 6,565 ２ 総合衛生学院管理運営経費（ ）（ ）

手数 1,870 ３ 会津若松看護専門学院管理運営経費（ ）
（ ）諸収 3,342

③ 理学療法士等修 23,760 現在、不足が著しい理学療法士、作業療法士等の職種
学資金貸与事業 については、県内に養成施設が２校しかなく、県外の養

成施設に依存している状況にあることから、これらの職
種の安定的な確保と県内定着の促進のため、本県出身者
に修学資金を貸与する。
○対象者：理学療法士、作業療法士、診療放射線技

師養成施設に在学し、卒業後県内におい
て当該業務に従事する意思を有する者

○貸与額：月額 ３６，０００円

④ 県民医療対策経 1,186 歯科技工士試験経費
費 経常行政経費 手数 1,186 ○歯科技工士試験：平成１９年２月下旬予定（ ）（ ）

⑤ 学院管理運営経 29,000 総合衛生学院及び会津若松看護専門学院非常勤講師報
費 使用 2,188 酬等（ ）

（ ）手数 3,135
（ ）諸収 62

看護教育・准看 7,476 医療の高度化・専門化や健康に対する関心の高まりな⑥
護師試験経費（経 手数 4,009 ど時代の要請に対応するため、再教育と業務指導を強化（ ）
常行政経費） 諸収 3 し、看護職員の資質の向上を図るとともに、保健師助産（ ）

師看護師法に基づき准看護師に係る事務を行う。
１ 各種研修会の参加及び実施
(1) 専任教員研修会
現在、看護教育に携わる教務主任及び専任教員に
効果的な教育方法を教授し、教育内容の充実と強化
を図る。
○福島市において３日間の研修会を実施

(2) 臨地実習指導者研修会
現在、看護教育に携わる実習指導者に効果的な教
育方法を教授し、教育内容の充実と強化を図る。
○福島市において２日間の研修会を実施

２ 准看護師試験施行事務経費
○開催時期：平成１９年２月頃

⑦ 看護教員・実習 3,769 看護師等学校養成所の実習施設において実習指導を担
指導者養成講習会 国庫 1,737 当する者に対し、効果的な実習指導ができるよう知識・（ ）

諸収 802 技術の習得を図る。（ ）
○福島市において４１日間の講習会を実施

⑧ 保健師等修学資 23,376 県内及び県外の保健師、助産師、看護師及び准看護師
金貸与事業 養成所に在学し、又は在所している者であって、卒業後

条例に規定する施設において相当期間保健師等の業務に
従事しようとする者に対して修学に必要な資金を貸与し
看護師等の確保を図る。
○貸与予定人数：６７名
○貸与月額：看護師等（自治体立）３２，０００円

看護師等（民間立） ３６，０００円
准看護師（民間立） ２１，０００円
准看護師（自治体立）１５，０００円
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事 業 名 予 算 額 内 容

⑨ ナースセンター 17,000 看護職員で未就業の者に対し就業促進に必要な事業、
事業 看護業務等のPR事業及び訪問看護に従事する者の質の向

上に必要な支援事業を行い、医療機関等の看護職員の不
足解消及び在宅医療の推進を図る （社団法人福島県看。
護協会に委託）
１ ナースバンク事業
就業先を探している看護職と看護職員を雇用したい
と考えている施設をそれぞれ登録し、無料で職業紹介
を実施する。
２ 「看護の心」普及事業
看護に対する高校生や一般住民の関心と理解を深め
るとともに、看護師等の安定的な確保を促進する。
(1) 高校生の１日看護体験
(2) 福島県看護大会
(3) 看護職員確保ＰＲ事業
３ 訪問看護支援事業
今後ますますニーズが拡大していく在宅医療におい
ては、看護師等が医師等と連携しながら適切な判断の
もと看護技術を提供していくことが求められており、
質の高い訪問看護師等を養成・確保を目的とする講習
会を開催する。
○訪問看護師養成講習会

⑩ 看護師等養成所 217,976 保健師助産師看護師法に基づき指定を受けた看護師等
運営費補助事業 国庫 101,194 養成所の充実強化を図るため、その設置者に対して運営（ ）

に必要な経費を補助する。
○交付先：看護師３年課程 ７施設

准看護師養成所 ６施設 計１３施設

⑪ 病院内保育所運 105,681 看護職員をはじめとする病院職員の離職防止並びに、
営費補助事業 国庫 50,273 就職を促進するため、病院内保育所運営事業に必要な経（ ）

費を補助する。
１ 病院内保育所運営費補助事業（国庫）
○交付先(予定) Ａ 型 ３か所

Ｂ 型 18か所
Ｂ型特例 ５か所 計26か所

○交付額(予定) 100,562千円
２ 病院内小規模保育所運営費補助事業（県単）
○交付先(予定) Ⅱ 型 ６か所
○交付額(予定) 5,119千円

250,661 １ 看護師等養成所施設整備 240,660千円新

⑫ 看護関係施設整 国庫 167,107 新設される看護師養成所（３年課程）の施設建設に（ ）
備費等補助事業 要する費用に対して補助を行う。

○交付先 １カ所
２ 看護師等養成所初度設備整備費補助 10,001千円
新設される看護師養成所（３年課程）の設備整備に
要する費用に対して補助を行う。
○交付先 １カ所

⑬ 看護師通信制受 187 看護師２年課程（通信制）を受講中の者に対し、支援
講者支援事業 事業を実施する。

○通信制受講者相談会の開催 ３回

、 、⑭ 看護師等業務従 1,351 保健師助産師看護師法第３３条に基づき ２年に１度
事届出集計事業 諸収 1 業務従事届を就業地の都道府県知事に届け出ることにな（ ）

っているため、その集計業務を実施する。



- 164 -

事 業 名 予 算 額 内 容

152,000 県内の医師不足が深刻化していることから、県立医科新

⑮ 医師派遣事業交 大学へ新たに助手を配置し、支援要請があった県内の公
付金 的病院へ派遣するため、助手２０名分の人件費を交付金

として交付する。
○交付先 県立医科大学

953,748
使用 48,439)（

合 計 手数 10,200)（
（ ）国庫 320,311
（ ）諸収 4,242
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○ 食品安全グループ担当の事業

（単位：千円）１ 食品の安全確保対策の推進

事 業 名 予 算 額 内 容

① 行政検査機器の 4,770 食肉衛生検査所検査機器リース代
更新等事業

② 食品営業許可指 30,877 食品営業許可及び登録事務等の適正な処理を行い、食
導事務経費 手数 24,239) 品関係営業施設に対し効果的な監視指導を実施する。ま（

た、食中毒の未然防止のため食品営業者への啓発を行う
、 、とともに と畜場及び食鳥処理場での食肉検査を充実し

食品に起因する衛生上の危害防止と食品衛生の向上を図
る。さらに、県民の健康保護のため、関係部局及び関係
自治体と連携し、福島県食品安全確保対策プログラムの
進行管理を行う。

③ (社)福島県食品 1,612 食品営業者の団体である（社）福島県食品衛生協会を
衛生協会の育成事 手数 1,034) 育成し、食品衛生関係営業の健全な発展と食品衛生思想（
業 の普及啓発を図る。

○事業委託
・特産品製造加工施設に対する巡回指導
・食品営業新規許可に係る事前指導及び事務指導
・食品営業継続許可に係る事務指導

④ 食品の高度衛生 193 総合衛生管理製造過程承認制度や対米輸出水産食品加
管理推進事業 手数 193) 工施設認定制度の導入、学校給食、旅館、弁当屋等の大（

量調理施設に対する監視指導の強化及びHACCPシステム
（危害分析重要管理方式による衛生管理）の普及啓発を
図るため、適切な指導助言を行うための食品衛生監視員
の養成、施設の検証及び査察の実施、検証に必要な機器
等の整備を図る。

⑤ 調理業務従事者 1,238 調理師法第５条の２第１項により、２年ごとに福島県
届出受理委託業務 内に就職している調理師から就業地の保健所に調理業務

従事者届が提出されることになっているが、届出書の受
理及び集計について、事務の効率化の観点から調理師法
第５条の２第２項に基づき社団法人福島県調理師会に委
託する。

⑥ 食品等の腸管出 465 過去に発生した食中毒事件等で、腸管出血性大腸菌Ｏ
血性大腸菌汚染調 157等が検出された食品等を対象に、その汚染実態を調
査 査・把握し、腸管出血性大腸菌による食中毒発生の未然

防止を図る。

⑦ 畜水産食品中の 443 食肉、卵、牛乳、魚介類等の食品には、生産段階での
抗生物質等モニタ 不適正な使用による抗生物質、合成抗菌剤及び動物医薬
リング検査 品の残留が懸念されることから、畜水産食品中の抗生物

質等モニタリング検査を実施し、違反品を排除するとと
もに、関係機関を通じて生産者を指導するなど再発防止
を図る。

⑧ 畜産食品の病原 196 畜産食品の病原微生物の検査を実施し、生産や製造過
微生物検査 程における汚染の実態を把捉するとともに、生産者及び

製造者に対し、汚染防止と衛生管理の徹底を指導するこ
とにより、食中毒の発生防止を図る。

⑨ 魚介類の有害化 70 県内海域で漁獲される魚介類の水銀、メチル水銀によ
学物質の検査 る汚染状況を調査し、国が定める暫定的規制値との比較

から安全性を確認する。
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事 業 名 予 算 額 内 容

⑩ 食品中の残留農 6,531 県内に流通する農産物の残留農薬の検査を実施するこ
薬検査の強化 とにより、食品中の残留農薬の実態を把握し、違反品を

排除するとともに、関係自治体と連携して、必要な措置
を講じ、県民の食生活の安全を確保する。

⑪ 食品添加物の適 1,583 使用頻度の高い食品添加物を重点的に検査し、違反食
正使用取締り強化 品を排除するとともに、保健所や管轄自治体を通じて、

製造者等に対し必要な措置を講じ、食品添加物の適正使
用について指導する。

2,079 食中毒発生時等に、摂食調査、施設調査及び細菌学・⑫ 食中毒発生時等
生化学的検査など迅速・的確な調査を行い、発生原因のの原因究明調査
徹底究明及び事故の拡大防止を図るとともに、原因施設
に対して必要な措置を講じて事故の再発防止を図る。

食品衛生「出前 105 依然として多い家庭での食中毒を防止するため、一般⑬
講座」の開設 消費者に対する食品衛生の知識の普及啓発が重要である

ことから、食中毒予防対策を中心に、食品添加物の知識
、 （ 、など食品衛生関係の講座を開設し 一般消費者 婦人会

老人クラブ、各種地域サークルなど）から講習会の申し
込みを受け、保健所から食品衛生監視員が出向いて講義
を行い、食品衛生の知識の普及啓発を図る。

食品安全推進懇 611 食品衛生法の改正及び食品安全基本法の施行により、⑭
談会の設置 地方自治体の責務として、消費者及び事業者に対する情

報提供及び意見交換（リスクコミュニケーション）が規
定されると共に、依然として消費者の食品の安全性に対
する不安が高いことから、食品の安全に関する消費者の
不安の解消及び食品安全行政の推進のため、消費者、事
業者、学識経験者及び行政が一堂に会し、食品安全確保
に関する情報及び意見交換、相互理解を図る場として食
品安全推進懇談会を設置する。

⑮ 水産食品等の病 430 夏季の食中毒の原因の大きな割合を占める腸炎ビブリ
原微生物検査 オの検査と事業者への衛生管理の指導により食中毒を予

防する。

⑯ 遺伝子組換え食 694 平成１３年４月より、遺伝子組換え食品の安全性審査
品の検査 が法的に義務化されていることから、県内流通食品のモ

ニタリング検査を実施し、安全性未審査及び表示違反食
品の流通を防止する。

2,523 食の安全についての不安を払拭するため、消費者・生一部新

⑰ 県産食品の安全 産者・食品事業者・行政が相互に情報を共有し、双方向
推進事業 的な情報及び意見の交換を実施するとともに、生産者や

小学生への食の安全についての学習機会の提供により、
違反食品の防止と基礎的な食品安全知識の啓発を行う。

と畜場等におけ 195 サルモネラ菌などの食中毒起因菌のモニタリング検査⑱
る微生物汚染防止 手数 195) を実施することにより、食肉の安全性・衛生管理の効果（
対策事業 を確認するとともに、検査員の検便を実施することによ

り、衛生的で適正な検査を実施し、食肉による事故を未
然に防止する。

⑲ と畜検査補助業 650 と畜検査に係る検印の押印業務等を委託し、業務の効
務委託事業 手数 650 率化を図る。（ ）
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事 業 名 予 算 額 内 容

⑳ 食肉衛生検査精 1,093 食品衛生検査施設における検査精度管理制度導入に伴
度管理に係る検査 手数 1,093 い検査精度を確保するため、検査機器について定期的な（ ）
機器の保守点検 保守点検を行う。

食肉検査におけ 1,035 と畜場及び食鳥処理場における食肉の残留抗生物質等21

る抗生物質等検査 手数 1,035) を検査し、抗生物質に汚染された違反食肉の流通防止を（
事業 図り、食品の安全を確保する。

合 計 57,393
手数 28,439)（

（単位：千円）２ 動物愛護の推進

事 業 名 予 算 額 内 容

① 健康衛生事務経 6,162 １ 狂犬病予防等業務手当（狂犬病予防技術員）
費（運営経費） 諸収 38 ２ 非常勤狂犬病予防技術員の雇用（ ）

動物愛護管理事 19,734 特定動物や放置犬等による人への危害を防止するた②
務経費 手数 891) め、特定動物の飼養施設の許可及び立入指導を実施する（

諸収 3,046) とともに、放置犬等の捕獲及び飼養者に対する適正管理（
の指導を行う。
１ 放置犬等の捕獲や飼育者に対する適正管理に関する
事務経費
２ 動物取扱業者への立入指導等及び適正管理の普及啓
発の事務経費
３ 危険な動物の飼育施設への立入指導及び適正管理の
普及啓発の事務経費

③ 人と動物の「ふ 999 飼い犬のしつけ方・飼養管理に関する講習会を開催す
れ愛」推進事業 手数 589) るとともに、受講者から希望者をボランティアとして養（

成する。また、保健所の獣医師を小学校に派遣し、動物
の適正飼養などの相談、指導を行うとともに、動物愛護
フェスティバルを開催し、動物愛護の思想及び適正飼養
の普及啓発を行う。

④ 犬抑留所修繕事 81 犬抑留所の修繕等を行い、業務の円滑な運営を図る。
業 手数 81 ○動物用焼却炉バーナー修繕工事（相双地区犬抑留所）（ ）

⑤ 犬等評価人手当 1,215 捕獲、抑留犬の処分前の評価を行う犬等評価人等(学
識経験者）の報酬

⑥ 放置犬等捕獲に 126 年々増加傾向にある大型犬による苦情に迅速に対応
係る捕獲業務の強 手数 126 し、当該犬による咬傷等の気概を防止するため、専用捕（ ）
化対策 獲器の整備を行う。

⑦ 犬抑留所ダイオ 1,342 ダイオキシン類対策特別措置法により規定されている
キシン類対策事業 焼却炉における排出ガス及び焼却灰について、年１回ダ

イオキシン類の測定を実施する。
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事 業 名 予 算 額 内 容

2,114 １ 動物愛護推進懇談会一部新

⑧ 動物の愛護と適 手数 2,114) 動物の愛護と適正な飼養の普及啓発を中心とした総（
正管理普及事業 合的な動物行政の推進に必要な協議を行うため、民間

組織、行政機関、県民の代表等による懇談会を開催す
る。
２ 動物取扱業者等指導
動物の適正飼養及び保管に関するパンフレットを作
、 。成し 動物取扱業者に対する監視・指導時に活用する

３ (新)動物取扱業等登録等事務事業
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴う
登録事務等を実施する。

31,773
合 計 手数 3,801)（

(諸収 3,084)
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○ 環境衛生グループ担当の事業

（単位：千円）１ 衛生的な環境対策の推進

事 業 名 予 算 額 内 容

① 運営事務経費 7,944 １ 運営事務経費
（経常経費） 手数 3,111 (1) 生活衛生・食品衛生大会の開催（ ）

○研究発表
○優良施設知事賞の授与

(2) ねずみ衛生害虫駆除技術講習会 ほか
２ 環境営業許可指導事務経費
生活衛生関係営業の許認可、監視指導及び免許の交
付等を行い公衆衛生の向上を図る。
○クリーニング師の試験及び免許の交付
○家庭用品安全対策 ほか
３ 営業指導事務経費
生活衛生関係施設の改善向上、経営の健全化を通じ
てその衛生水準の維持向上を図り、県民生活の安定に
寄与する。
○生活衛生関係営業指導職員研修会 ほか

、 、② 生活衛生営業経 25,275 生活衛生関係営業の経営の合理化 近代化を図るため
営指導事業補助 国庫 12,637) 財団法人福島県生活衛生営業指導センターに対し、事業（

費等の補助を行う。
○補助率：国１／２、県１／２

③ 生活衛生営業振 2,849 生活衛生関係営業の大部分は、経営基盤の脆弱な中小
興事業補助 零細企業であり独自に振興事業を実施することは困難で

あることから、本事業により振興事業へ支援することに
より生活衛生関係営業の活力ある発展を図る。
○交付先：(財)福島県生活衛生営業指導センター
○補助対象事業
・生活衛生同業組合の活性化に資するための事業ま

（ ）たはその助成 補助率：県１／２以内
・消費者サービスの向上、需要の拡大に資するため

（ ）の事業またはその助成 補助率：県１／２以内
・地域社会の福祉の増進に資するための事業または

（ ）その助成 補助率：県２／３以内

④ 国民生活金融公 105 融資推薦事務を財団法人福島生活衛生営業指導センタ
庫融資推薦事務委 ーに委託する。
託事業

⑤ 普通公衆浴場施 2,000 公衆浴場の経営の安定及び入浴施設の確保を図るため
設整備事業補助 施設整備の更改に対する助成を行う。

○補助先：各市町村
○補助率：県１／３、市町村１／３

⑥ 公衆浴場入浴料 147 福島県公衆浴場入浴料金調査会設置要綱に基づき、入
金問題調査会 手数 147 浴料金統制額の指定に当たって意見を聞くために調査会（ ）

を設置し、開催する。

⑦ レジオネラ属菌 1,416 レジオネラ症の原因菌であるレジオネラ属菌につい
検査事業 手数 1,416) て、入浴施設を有して営業を行っている公衆浴場及び旅（

館のレジオネラ属菌検査を実施し、設備等の適正な衛生
管理について指導、啓発を行う。

⑧ 健康、住まいり 261 安全で安心できる暮らしを確保するため、衛生害虫や
んぐ推進事業 手数 261) 室内空気環境対策等の住まいに関する衛生情報の普及啓（

発等を行う。
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事 業 名 予 算 額 内 容

⑨ 理美容所衛生確 192 理美容所の消毒済み器具の消毒効果を確認検査するこ
保対策事業 手数 192) とにより、営業者に対する適切な指導を行う。（

⑩ 環境衛生関係台 420 環境衛生関係施設の総数約20,000件の台帳管理のため
帳管理システム維 手数 420) のパーソナルコンピュータシステムの維持管理を行い、（
持管理事業 これらの情報を効率的に管理・運用する。

40,609
合 計 国庫 12,637)（

）(手数 5,547

（単位：千円）２ 水道事業の推進

事 業 名 予 算 額 内 容

① 運営事務経費 1,207 １ 水道事業事務経費
（経常経費） 安全な飲料水の安定的な供給に向けて、水道施設の

認可・確認・届出関係事務を行う他、水道及び給水施
設等の監視指導・啓発を行う。

② 広域水道企業団 163,229 水道水の安定供給と経営基盤の強化のため、水道広域
施設整備促進補助 化を図る水道用水供給企業団に、給水開始までの企業債
事業 元利償還金に対して補助を行う。

（ ）○補助率：県２／１０ 単年度限度額200,000千円
○補助先：水道用水供給企業団

③ 簡易水道等施設 32,462 水道未普及地を解消すると共に、財政基盤の弱い市町
整備費県費補助事 村の簡易水道事業において災害に強い水道施設を整備す
業 るため、補助を行う。

○補助率：県１／１０、７／１００
○補助先：国庫補助事業実施市町村

④ 簡易水道等施設 2,566 地方の生活基盤となる簡易水道の整備近代化を目的と
整備国庫補助指導 国庫 1,283 して国が行う簡易水道等施設整備費補助について、補助（ ）
監督事務 金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律第26条第

２項の規定により事務を実施する。
○補助事業数 ２６事業
○補助総額 527,909千円

⑤ 水道水源開発等 1,621 安全で安心できる生活を支える水道の整備を目的とし
施設整備国庫補助 国庫 810 て国が行う水道水源開発等施設整備費補助について、補（ ）
指導監督事務 助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律第26条

第２項の規定により事務を実施する。
○補助事業数 ２６事業
○補助総額 1,387,590千円
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事 業 名 予 算 額 内 容

⑥ 福島県水道整備 7,601 水道基本構想の策定を受けて,広域化の推進及び危機
基本構想推進事業 管理体制の推進を図る。

１ 広域化推進モデル事業 449千円
事業実施地域を選定し、地域の実情に即した広域化
のメリット、阻害要因及びその対策を検討し、本県に
おける広域化に向けた参考として整理するとともに、
市町村合併が図られなかった地域における水道事業の
統合に向けた取組みを支援する。
２ 水道危機管理マニュアル整備事業 243千円
給水に関する事故の発生予防や災害、事故の発生等
によって水道水の供給が困難になった場合の対応及び
事故等の拡大防止を図るため、県が講ずべき具体的な
対応等を定めるとともに、各水道事業者に対して、災
害時等の具体的な対応や近隣水道事業者等との相互支
援体制、相互水融通など危機管理体制のあり方を位置
づけるマニュアル作成の推進を図る。
３ 水道施設データベース整備事業 6,909千円
各水道事業体の水道普及・施設整備・危機管理対策
（応援協定、給水車・給水タンク等の配備）の状況等
の情報を正確にかつ体系的に把握、整備するため、水
道施設に関するデータベースを構築する。

合 計 208,686
国庫 2,093)（
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○ 薬務グループ担当の事業

１ 医薬品等の安全性、血液の確保と薬物乱用の防止
（単位：千円）(1) 医薬品の有効性・安全性の確保

事 業 名 予 算 額 内 容

① 薬事経済調査事 1,006 医薬品等の生産、流通、販売等の実態を把握し、薬務
業 (国庫 1,005 行政上の必要な基礎資料を得る。）

(諸収 1) ○医薬品産業実態調査
（ ）○医薬品等供給動向調査 薬事工業生産動態統計調査

○医薬品等価格調査
○医療機器産業実態調査

② 健康衛生事務経 1,241 各種会議・協議会負担金
費（運営経費） 手数 748 臨時職員の賃金 ほか（ ）

（ ）諸収 8

③ 健康衛生事務経 6,018 １ 薬務関係許認可台帳管理システム
費 施設管理経費 手数 6,018 ２ 毒物劇物営業者登録等システム ほか（ ）（ ）

④ 薬務総務事務経 3,927 １ 薬事審議会の開催等
費 経常行政経費 手数 3,337 薬事法第３条の規定による薬事審議会を開催し、薬（ ）（ ）

財産収入 83 事に関する重要事項について委員の意見を求めて適切（ ）
な行政の運用、推進を図るとともに各種会議に出席す
る。
○薬事審議会の開催 １回
○全国薬務主管課長会議 ２回

２ 緊急ワクチン等供給事業
国が管理している国有ワクチンは、市販されていな
いので、緊急事態のため県が備蓄し、医療機関に速や
かな供給を図る （薬務グル－プ備蓄）。
○乾燥ガスえそウマ抗毒素 ２本
○乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 ２本

３ 薬務許認可指導事業（毒物劇物危害防止対策等を含
む ）。
毒物及び劇物取締法に基づき、毒物劇物製造業及び
販売業者に対し監視指導等を行い、事故の未然防止を
図る。
また、毒物劇物取扱責任者、薬種商及び特例販売業
の管理者としての資質を確保するための試験を行う。
○農薬危害防止運動（６月15日～７月15日）
○農薬危害防止中央講習会
○毒物劇物営業者等に対する立入検査の実施
○毒物劇物取扱者試験の実施（８月）
○毒物劇物運搬車両取締り（11月）
○薬種商・特例販売業能力認定試験の実施（９月）
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事 業 名 予 算 額 内 容

⑤ 医薬品安全対策 712 １ 医薬品等苦情相談事業
事業 福島県消費生活センター内に苦情相談窓口を設置す

るため、福島県女性薬剤師会会員を苦情相談員として
、 。（ ）委嘱し 毎週水曜日に苦情相談に対処する 年50回

２ 医薬品含有（疑）健康食品検査事業
医薬品の含有が疑われるいわゆる「健康食品」の検
査を実施し、違反品について適切な指導等を行う。
３ 薬事衛生思想の普及対策
○薬と健康の週間（１０月１７～２３日）

４ 薬事監視指導
○保健福祉事務所薬務担当者会議の開催（４月）
○医薬品等の一斉監視指導（６月～８月）
○医療機器の一斉監視指導（11月～２月）

５ 特別薬事監視班の設置
医薬品等製造業者に対する薬事監視を強化するため

、 。特別薬事監視班を設置し 不良医薬品等の一掃を図る
○対象製造業者 １５３施設

６ 適正な医薬分業を推進するため、薬局に対する薬事
、 。監視を実施し 医薬品の安全・適正使用の徹底を図る

７ 薬事監視員専門研修
薬事監視員の資質の向上を図るため、専門研修会を
開催する。
○開催回数：年２回
○対 象：薬事監視員、ＧＭＰ監視員

８ 保存血液等抜取検査
○開催回数：年２回
○対 象：血液センター

2,284 薬事法に基づき、医薬品等の品質、有効性及び安全性一部新

⑥ 医薬品等製造承 (国庫 355 を確保するため、医薬品等製造販売業等関係の許可等事）
認事務 (手数 1,816 務の審査体制を強化するとともに、薬局開設・医薬品・）

(諸収 3 高度管理医療機器等販売業の許可、毒物劇物販売業等の）
登録に関する事務の適正な執行を図る。
１ 医薬品等製造販売承認事務担当者会議
○開催回数：年４回
○場 所：厚生労働省

２ 医薬品等製造管理者講習会の開催
県内医薬品等製造所の管理者及び責任技術者、保健
所担当職員に対する講習会を開催する。
３ 三県合同医薬品製造管理者研修会
宮城県、山形県、福島県の持ち回りで研修会を開催
する （１８年度は本県が事務局担当）。
４ 申請工場実態調査（許可調査・適合性調査）
医薬品等の製造工場の書類審査及び実地調査（ＧＭ
Ｐ適合性調査）を行う。
５ 医薬品等の製造販売等の許可事務
(1) 医薬品等製造販売業・製造業の許可事務
(2) 薬局開設・医薬品販売業の許可事務
(3) 高度管理医療機器等販売業の許可事務
(4) 医療機器修理業の許可事務
６ 医薬品検定検査事務等委託事業
厚生労働省から委託を受けて、医薬品、医療機器製
造業者に対するＧＭＰ査察、違法ドラッグの買い上げ
調査等を行う。
７ 東北・北海道ブロック薬務担当者会議(新)
東北六県、北海道の持ち回りで担当者会議を開催す
る （１８年度は本県が事務局担当）。
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事 業 名 予 算 額 内 容

⑦ 災害時医薬品等 1,936 災害発生時に県民が必要とする医薬品等（５３薬効医
備蓄供給事業 薬品、１１衛生材料）は、初動期（発生から１～３日）

において確保が困難になることから、医療機関等から要
請があった場合、迅速な供給体制を確保するために県内
各医療圏（南会津医療圏は会津医療圏と同一とする）ご
とに医薬品等の備蓄供給体制の確保を図る。
併せて、新型インフルエンザ対策として、抗インフル
エンザ薬（タミフル）を備蓄する。

17,124
（ ）国庫 1,360
（ ）合 計 手数 11,919

）(財産収入 83
（ ）諸収 12

（単位：千円）(2) 血液の確保対策の推進

事 業 名 予 算 額 内 容

① 薬務総務事務経 674 献血促進に係る知事感謝状等の贈呈
（ ）費 経常行政経費

， 、一部新 6,342 平成１８年度は献血者８７ ３００人の目標を設定し
これを達成するため献血思想の普及啓発、ボランティア② 献血推進事業
団体の育成及び強化を図り、県民の理解と協力を求め、
献血事業の推進を図る。
１ 複数回献血者推進事業
複数回献血を推進するため、啓発資材を作成すると
ともに 「愛の血液助け合い運動」月間における街頭、
キャンペーンを実施する （７月 県内１２市）。
２ ふれあい伝言板事業(新)
(1) 大学生等編集委員による献血情報誌（ニュ－ス）
の発行及びキャンペ－ンの支援
(2) 幼稚園等における絵本の読み聞かせ
(3) 高校生等初回献血者等を対象とした献血等に関す
るショートメッセージの募集
３ ジュニア献血ポスタ－コンク－ル事業(新)
中学生を対象としたポスタ－コンク－ルの実施及び
最優秀作を活用したバス等車内広告の実施

③ 血液製剤使用適 354 委員による医療機関との意見交換会及び専門家による
正化普及事業 説明会を開催し、血液製剤使用指針等の普及を図る。

○血液製剤使用に係る懇談会の開催（年２回）
「 」 （ ）○ 血液製剤の使用指針 等説明会の開催 年１回
○自己血輸血講習会の開催（年１回）
○血液製剤使用に係る意見交換会の開催（年１回）

合 計 7,370
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（単位：千円）２ 薬物乱用防止

事 業 名 予 算 額 内 容

① 薬務総務事務経 1,826 １ 麻薬等取締事業
費 経常行政経費 手数 1,780 麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、（ ）（ ）

覚せい剤取締法に基づき、免許・指定事務を行うとと
もに、必要な取締りを行う。
、 、また これら薬物の乱用による危害を防止するため

乱用防止対策の総合的かつ効果的な推進を図る。
○福島県薬物乱用対策推進本部会議の開催
○覚せい剤等取締機関四者協議会の開催
○麻薬、覚せい剤取扱者に対する指導取締りの実施
○麻薬、覚せい剤取扱者に対する講習会の開催
○麻薬中毒者に対する観察指導
○大麻栽培者・研究者に対する監視の実施
○不正大麻・けし取締事業用啓発資材の作成
○不正大麻・けし撲滅運動の実施

② 薬物乱用防止指 3,415 覚せい剤、シンナー等の乱用根絶をめざし、徹底した
導員運営事業 手数 2,866) 啓発活動を効果的に実施するために「薬物乱用防止指導（

員」を県下に配置し、地域住民に対し、きめ細かな地域
に根ざした組織的かつ効果的活動を実施する。
１ 薬物乱用防止指導員連合協議会の開催
薬物乱用防止指導員地区協議会の代表及び関係機関
が参加し、各地区における活動上の問題点等について
打合せ等を行い、事業実施計画等を策定する。
２ 薬物乱用防止指導員地区協議会の活動
連合協議会が策定した事業計画に基づき、各地域の
実情に応じた事業計画等を策定し、指導員による組織
的な啓発活動を展開する （県下１６地区）。
３ 薬物乱用防止指導員地区協議会の補助
地区協議会の自主企画による啓発活動に係る活動経
費を補助する。
４ 「ダメ。ゼッタイ 」普及運動。

2,616 若年層の薬物乱用防止対策や各種啓発活動のための啓一部新

③ 覚せい剤・シン 手数 3,032) 発用資料の作成及び広報活動を実施する。（
ナー・ボンド乱用 また、各保健所に薬物相談窓口を設置し、住民からの
防止事業 薬物問題の相談に応じる体制を整える。

１ 覚せい剤等乱用防止指導
地域社会に根をおろした啓発活動を有意義なものと
するため、薬物乱用防止指導員を対象に研修会を開催
する （県内７方部）。
２ 啓発用資料作成事業
広く県民に対し、薬物乱用防止のための普及啓発を
行うため啓発資材を作成する。
３ 保健所薬物相談窓口事業
各保健所に薬物相談窓口を設置し、相談者に対し適
切な指導を行う。また、必要に応じ市町村において講
習会等を開催し、予防啓発を図る。
４ 薬物乱用防止ヤングボランティア啓発企画事業
若年層を重点に薬物乱用防止の普及・啓発を図るた
、 、め 高校生・大学生などのヤングボランティアを募り
若者の感覚で、薬物乱用に関する啓発・企画に参加し
てもらうことにより、若年層に有効な啓発事業を実施
する （県内３地区）。
５ 薬物乱用防止指導員等実践講師養成事業(新)
薬物乱用防止指導員等に対する薬物乱用防止教室等
の実践講師養成研修会を県内３箇所で開催する。
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事 業 名 予 算 額 内 容

④ 薬物関連問題相 1,729 薬物乱用問題が若年層を中心に深刻化していることを
談事業 手数 1,447) 踏まえ、福島県精神保健福祉センタ－の機能を活用し、（

地域住民からの薬物関連問題の相談に専門的に応じると
ともに、薬物関連問題の発生予防、薬物依存者の社会復
帰の促進等を図る。
１ 薬物関連相談窓口の開設
専門の相談員（医師、その他）を配置して、薬物に
よる精神障がい者やその家族に対して個別相談を実施
する。
２ 薬物依存症に関する研修会の実施
薬物乱用防止指導員、教師等を対象に薬物乱用対策
の専門研修を行い、薬物依存症の正しい知識を習得さ
せる。
３ 薬物依存者の家族教室の開催
薬物による精神障がい者への対応についての知識を
伝えるとともに、回復の事例紹介等により家族等に対
する支援を行う。
４ 薬物関連問題相談窓口の案内
薬物乱用防止の啓発とともに、相談窓口の開設を案
内する広報を行う （バス等車内広告）。
５ 薬物関連問題実務担当者会議の開催
精神保健福祉センターを中核として、薬物関連問題
に対応している行政、医療、矯正機関等の担当者によ
る事務レベルでの情報交換を行い、個別事例に対して
臨機応変に対応できるような土壌を構築する。また、
研修会派遣の伝達講習により実務担当者の資質の向上
を図る。

合 計 9,586
手数 9,125)（

（単位：千円）３ 新たな試験検査体制の整備及び精度管理の充実

事 業 名 予 算 額 内 容

① 健康衛生事務経 2,663 １ 衛生研究所運営事務費
費（運営経費） 諸収 14 ２ 衛生研究所支所管理運営費（ ）

② 健康衛生事務経 43,474 １ 衛生研究所運営事務費
費 施設管理経費 ２ 健康危機管理対策事業（ ）

３ 環境医学研究所運営事務費 ほか
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事 業 名 予 算 額 内 容

③ 行政検査機器の 17,371 衛生研究所において実施する行政検査に必要な検査機
更新等事業 器について、検査データの信頼性を確保する観点から、

定期的に更新する。
○液体クロマトグラフ質量分析計１台
健康食品に含まれる医薬品成分等の検査
（平成15～19年 ５年リース）
○ガスクロマトグラフ質量分析計１台
食品中の残留農薬検査
（平成15～19年 ５年リース）
○ゲル浸透クロマトグラフィー１台
食品中の残留農薬検査
（平成15～19年 ５年リース）
○シークエンサー１台
SARSウイルス等の遺伝子検査
（平成16～20年 ５年リース）
○高速液体クロマトグラフ１台
食品中の残留農薬、抗生物質等検査
（平成17～21年 ５年リース）
○ガスクロマトグラフ質量分析計１台
食品中の残留農薬、抗生物質等検査
（平成18～22年 ５年リース）

④ 薬務総務事務経 1,899 環境医学研究所研究経費
（ ）費 経常行政経費

⑤ 衛生研究所一般 6,920 衛生研究所の運営及び維持管理
事務費（経常行政 ○行政及び依頼検査の実施
経費） ○公衆衛生情報の提供

⑥ 衛生研究所支所 4,725 衛生研究所各支所の運営及び維持管理
運営費

⑦ 一般依頼検査事 1,071 飲用水等の衣食住に関わる試験検査を県民の要請に基
業 手数 1,071 づき受託し、検査成績をフィードバックすることで、公（ ）

衆衛生の向上に寄与する。
１ 温泉水質検査
２ 医薬材料検査
３ 飲用水水質検査 ほか

1,408 保健、予防、食品及び環境行政等の推進に寄与するた一部新

⑧ 調査研究事業 め行政的研究と基礎的研究を行う。
１ 麻疹ウイルス分離株の分子疫学等に関する研究
分離ウイルスの遺伝子レベルにおける地域・年齢階
級別麻疹抗体保有状況調査
２ 福島県内の結核菌の分子疫学調査研究
結核菌株のデータベースを充実させ、分子疫学的解
析を行うことにより、感染源の追跡、再燃と再感染の
区別及び感染様式等の解明に役立てる。
３ LC/MSによる健康食品中無承認医薬品成分調査(新)
いわゆる健康食品中に含まれている複数成分につい
て、一斉分析法を検討することにより、迅速に試験検
査を実施し、県民の健康被害の未然防止を図る。
４ 県内主要河川のクリプトスポリジウム汚染研究(新)
人に感染することにより、下痢や腹痛などを引き起
こすクリプトスポリジウムについて、県内主要河川の
汚染状態を把握し、今後の環境衛生対策に活用する。
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事 業 名 予 算 額 内 容

1,865 労働安全衛生法の規定に基づき定められた「有機溶剤新

⑨ 衛生研究所排気 中毒予防規定」に従い、衛生研究所試験検査グループの
ダクト取付工事 有機溶媒室に排気ダクトを取り付ける。

⑩ 試験検査精度管 1,266 試験検査結果の信頼性の確保及び精度の向上を図るた
理事業 (分担金及び負 め、衛生研究所支所、環境センター及び民間検査機関等

担金 1,266 を対象とした精度管理調査事業を実施する。）
１ 委員会
精度管理調査事業の計画、調査結果の評価等を実施
するために、年２回開催する。
２ 精度管理調査
理化学検査（Ⅰ ・ Ⅱ 、食品化学検査、細菌検査）（ ）
の４部門について、衛生研究所において調査検体を作
製し、参加事業所へ配布する。参加事業所は、調査検
体を分析後、結果（検査値）を県に報告し、その検査
結果について統計処理し評価する。
３ 部門別検討会
調査を実施した理化学検査（Ⅰ ・ Ⅱ 、食品化学）（ ）
検査、細菌検査について、それぞれ部門別に、調査結

。（ ）果を技術的な視点から評価・検討する 年１回実施
４ 技術発表会
参加事業所が自主的に実施している精度管理に関連
した調査研究について発表会を実施し、各事業所にお
ける検査技術の質的向上を目指す （年１回実施）。

⑪ 衛生検査所精度 287 臨床検査技師等に関する法律に基づく「衛生検査所」
管理指導対策 （医療機関からの受託検査実施施設）に対し、精度管理

に関する技術的な指導を行う精度管理委員を委嘱し、立
入検査を実施する。
また 「衛生検査所」に対する外部精度管理調査を実、
施し、検査精度の向上を図る。
１ 外部精度管理調査
県内の衛生検査所に模擬検体を配布し、その検体に
ついて実際の検査を実施後、結果を提出してもらう。
それら結果の集計、解析から各衛生検査所における精
度管理状況の評価をする。
なお、検体作成等の実務については、外部委託して
実施する （年１回実施）。
２ 立入検査
衛生検査所に対する立入検査を実施する。
（許可権限が郡山市・いわき市の施設は対象外）
３ 精度管理委員会
外部精度管理調査の計画策定、調査結果の検討、最
終報告の評価講評及び精度管理実施調査の実施計画と
指導結果の評価講評を行う （年３回実施）。

⑫ 環境医学研究所 3,170 環境医学研究所等の運営及び維持管理
運営事務費

86,119
（ ）手数 1,071

合 計 (分担金及び負
担金 1,266)
（ ）諸収 14
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４ 自然環境の保全と活用
（単位：千円）(1) 温泉の適正利用の推進

事 業 名 予 算 額 内 容

① 健康衛生事務経 163 １ 温泉経営管理講習会参加事業
費（運営経費） 手数 163 ２ 硫化水素含有温泉調査事業（ ）

３ 北海道・東北ブロック温泉主管課長会議 ほか

② 薬務総務事務経 623 自然環境保全審議会温泉部会の開催、温泉掘等許可申
（ ）（ ） 、 、費 経常行政経費 手数 1,737 請に基づく現地調査指導 温泉源定期測定調査等を通じ

温泉源の保護と利用の適正化を推進する。
○自然環境保全審議会温泉部会の開催（年２回）
○温泉掘削、増掘、動力装置及び温泉利用許可等に
関する調査、指導

合 計 786
（ ）手数 1,900



（単位千円）

(3)事業計画

国庫支出金 その他 一般財源 との対応表

3,027 3,026 1

3,027 3,026 1

薬事経済調査事業
1,006 1,005 1

薬１(1)①

国民健康・栄養調査
2,021 2,021

健１①

245,635 6,562 81,448 157,625

6,261 920 1,802 3,539

健康増進事務経費（経常行政経費）

5,928 920 1,532 3,476

健１②
健２②
健６①

地域保健推進に関する国際協力事業
333 270 63

健１③

6,898 5,605 600 693

ヘル歯ーライフ８０２０推進事業
5,038 4,975 63

健６②

ヘル歯ーケア推進事業
600 600

健６③

障がい児者等歯科保健指導事業
1,260 630 630

健６④

3,457 160 3,297

地域保健関係職員研修
3,297  3,297

健２①

医療社会事業普及啓発事業
160 160

健２③

24,722 20,029 4,693

生活習慣病予防普及啓発事業
906 　 906

健３

健康ふくしま21推進事業
3,287 　 3,287

健１④

公衆衛生学会経費
500 500

健１⑤

検診機器整備事業
20,029 20,029

健４

204,297 37 58,857 145,403

健康衛生事務経費（運営経費）

69,251 37 40,689 28,525

健１⑥
医１(1)①
医３①
医４①
食２①
薬１(1)②
薬３①
薬４(1)①

健康衛生事務経費（施設管理経費）

112,905 18,168 94,737

健１⑦
医４②
薬１(1)③
薬３②

行政検査機器の更新等事業
22,141 22,141

食１①
薬３③

61,453 31,989 29,464

8,228 2,151 6,077

結核予防法第56条の都道府県の補助
4,199 4,199

医３②

結核対策特別促進事業
3,588 2,151 1,437

医３③

結核等感染症緊急対策事業
441 441

医３④

38,972 23,192 15,780

結核医療事務経費
6,271 　 6,271

医３⑤

結核医療費
32,701 23,192 9,509

医３⑥

結核医療費

地域保健推進費

健康企画費

結核対策費（０９２－００１）

結核予防費

厚生統計調査費

公衆衛生総務費（０９１－００１）

健康増進総務費

歯科保健対策事業推進費

（４）　事　　業　　費

健康衛生領域

歳出予算額
左の財源内訳

健康衛生総務費

目・事項・事業名

厚生統計調査費（０４５－００２）

- 180 -



（単位千円）

(3)事業計画

国庫支出金 その他 一般財源 との対応表

健康衛生領域

歳出予算額
左の財源内訳

目・事項・事業名

14,253 6,646 7,607

結核患者管理費
14,253 6,646 7,607

医３⑦

1,629,686 489,667 44 1,139,975

220,603 14,263 206,340

感染症予防対策事業
30,414 14,263 16,151

医３⑧

新型インフルエンザ対策事業
190,189 190,189

医３⑨

14,563 9,795 4,768

予防接種事故対策負担金
14,302 9,534 4,768

医３⑩

予防接種後健康状況調査事業
261 261

医３⑪

12,849 6,048 6,801

感染症サーベランス等事務経費（経常行政）
11,822 5,795 6,027

医３⑫

感染症発生動向調査事業
774 　 774

医３⑬

感染症流行予測調査事業
253 253

医３⑭

9,774 4,443 7 5,324

エイズ対策促進事業
4,451 2,225 2,226

医３⑮

ＨＩＶ抗体検査事業
3,208 1,463 7 1,738

医３⑯

ハンセン病啓発普及事業
767 755 12

医３⑰

ハンセン病入所者ふるさと交流事業
1,348 1,348

医３⑱

1,321,884 405,682 37 916,165

特定疾患治療研究事業
1,270,929 391,993 7 878,929

健５①

難病在宅療養者支援体制整備事業
3,966 1,983 1,983

健５②

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
21,224 7,161 14,063

健５③

遷延性意識障害治療研究事業
16,379 16,379

健５④

難病患者等居宅生活支援事業
498 116 382

健５⑤

難病相談・支援センター事業
8,888 4,429 30 4,429

健５⑥

50,013 49,436 577

原爆被爆者対策事業
50,013 49,436 577

健５⑦

15,989 1,071 14,918

11,645 11,645

衛生研究所一般事務費（経常行政経費）
6,920 6,920

薬３⑤

衛生研究所支所運営費
4,725 　 4,725

薬３⑥

1,071 1,071

一般依頼検査事業
1,071 1,071

薬３⑦

1,408 1,408

調査研究事業
1,408 1,408

薬３⑧

1,865 1,865

衛生研究所排気ダクト取付工事
1,865 1,865

薬３⑨

調査研究事業費

施設設備整備費

原爆被爆者対策費

衛生研究所費（０９５－００１）

管理運営費

試験検査事業費

予防接種普及費

感染症サーベイランス等事業費

エイズ等予防対策費

特定疾患対策事業費

結核患者費

予防費（０９３－００１）

感染症予防対策費

- 181 -



（単位千円）

(3)事業計画

国庫支出金 その他 一般財源 との対応表

健康衛生領域

歳出予算額
左の財源内訳

目・事項・事業名

274,906 14,730 12,394 247,782

9,151 3,111 6,040

運営事務経費（経常経費）
9,151 3,111 6,040

環１①
環２①

25,611 6,847 18,764

動物愛護管理事務経費
19,734 3,937 15,797

食２②

人と動物の「ふれ愛」推進事業
999 589 410

食２③

犬抑留所修繕事業
81 81

食２④

犬等評価人手当
1,215 1,215

食２⑤

放置犬等捕獲に係る捕獲業務の強化対策
126 126

食２⑥

犬抑留所ダイオキシン類対策事業
1,342 1,342

食２⑦

動物の愛護と適正管理普及事業
2,114 2,114 　

食２⑧

28,229 12,637 15,592

生活衛生営業経営指導事業補助
25,275 12,637 12,638

環１②

生活衛生営業振興事業補助
2,849 2,849

環１③

国民生活金融公庫融資推薦事務委託事業
105 105

環１④

4,436 2,436 2,000

普通公衆浴場施設整備事業補助
2,000 2,000

環１⑤

公衆浴場入浴料金問題調査会
147 147

環１⑥

レジオネラ属菌検査事業
1,416 1,416

環１⑦

健康、住まいりんぐ推進事業
261 261

環１⑧

理美容所衛生確保対策事業
192 192

環１⑨

環境衛生関係台帳管理システム維持管理事業
420 420

環１⑩

207,479 2,093 205,386

広域水道企業団施設整備促進補助事業
163,229 163,229

環２②

簡易水道等施設整備費補助事業
32,462 32,462

環２③

簡易水道等施設整備国庫補助指導監督事務
2,566 1,283 1,283

環２④

水道水源開発等施設整備国庫補助指導監督事務
1,621 810 811

環２⑤

福島県水道整備基本構想推進事業
7,601 7,601

環２⑥

52,623 28,439 24,184

33,920 25,466 8,454

食品営業許可指導事務経費
30,877 24,239 6,638

食１②

（社）福島県食品衛生協会の育成事業
1,612 1,034 578

食１③

食品の高度衛生管理推進事業
193 193 　

食１④

調理業務従事者届出受理委託業務
1,238 1,238

食１⑤

食品衛生費（０９７－００１）

食品営業許可指導費

動物愛護管理対策費

営業指導育成費

環境営業許可指導費

水道事業指導費

環境衛生費（０９６－００１）

運営費
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（単位千円）

(3)事業計画

国庫支出金 その他 一般財源 との対応表

健康衛生領域

歳出予算額
左の財源内訳

目・事項・事業名

15,730 15,730

食品等の腸管出血性大腸菌汚染調査
465 　 465

食１⑥

畜水産食品中の抗生物質等モニタリング検査
443 443

食１⑦

畜産食品の病原微生物検査
196 　 196

食１⑧

魚介類の有害化学物質の検査
70 70

食１⑨

食品中の残留農薬検査の強化
6,531 6,531

食１⑩

食品添加物の適正使用取締り強化
1,583 　 1,583

食１⑪

食中毒発生時等の原因究明調査
2,079 　 2,079

食１⑫

食品衛生「出前講座」の開設
105 　 105

食１⑬

食品安全推進懇談会の設置
611 　 611

食１⑭

水産食品等の病原微生物検査
430 　 430

食１⑮

遺伝子組換え食品の検査
694 　 694

食１⑯

県産食品の安全推進事業
2,523 2,523

食１⑰

2,973 2,973

と畜場における微生物汚染防止対策事業
195 195 　

食１⑱

と畜検査補助業務委託事業
650 650 　

食１⑲

食肉衛生検査精度管理に係る検査機器の保守点検
1,093 1,093 　

食１⑳

食肉検査における抗生物質等検査事業
1,035 1,035 　

食１21

3,647 3,647

2,725 2,725

地域保健医療推進事業
2,725 2,725

健２④

922 922

健康危機管理対応事業
922 922

健７

1,483,804 467,456 26,307 990,041

2,984 13 2,971

医療安全対策経費
2,984 13 2,971

医１(1)②

182,930 14,587 204 168,139

自治医科大学経常運営費負担金
127,000 127,000

医１(3)①

へき地医療支援対策事業
42,645 2,501 204 39,940

医１(3)②

へき地診療所運営事業
12,086 12,086

医１(3)③

自治医科大学卒業生臨床研修経費
9 9

医１(3)④

へき地診療所のための遠隔医療設備整備補助事業
1,190 　 1,190

医１(3)⑤

884,199 140,152 16,636 727,411

初期救急医療体制整備事業
12,140 12,140

医１(2)①

第二次救急医療体制整備事業
35,603 17,801 17,802

医１(2)②

第三次救急医療体制整備事業
166,120 83,060 83,060

医１(2)③

災害時救急医療体制整備事業
8,342 2,800 5,542

医１(2)④

救急病院協会補助事業
3,000 3,000

医１(2)⑤

医療監視及び指導費

ヘき地医療対策費

救急医療対策費

医薬総務費（１０１－００２）

保健医療計画推進費

健康危機管理対策費

医務費（１０２－００１）

食品安全対策費

食肉検査事業費
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（単位千円）

(3)事業計画

国庫支出金 その他 一般財源 との対応表

健康衛生領域

歳出予算額
左の財源内訳

目・事項・事業名

総合医療情報システム運営事業
125,499 36,287 16,636 72,576

医１(2)⑥

救急医療対策協議会運営経費
2,670 204 2,466

医１(2)⑦

福島県ＡEＤ（自動体外式除細動器）推進事業
3,270 3,270

医１(2)⑧

ドクターヘリ整備事業
64,863 64,863

医１(2)⑨

医科大学附属病院救命救急センター整備事業
462,692 462,692

医１(2)⑩

69,096 27,560 7,273 34,263

原子力災害緊急時医療活動事業
27,560 27,560

医１(1)③

骨髄バンクドナー登録推進事業
1,350 1,350

医２(2)①

理学療法士等修学資金貸与事業
23,760 23,760

医４③

臓器移植推進事業
9,559 3,000 6,559

医２(2)②

医療審議会運営経費
1,754 137 1,617

医１(1)④

県民医療対策経費（経常行政経費）
5,113 4,136 977

医１(1)⑤
医１(2)⑪
医４④

344,595 285,157 2,181 57,257

福島県周産期医療システム整備事業
39,795 406 39,389

医１(1)⑥

医療施設近代化施設整備事業
244,310 244,310 　

医１(1)⑦

公的病院特殊診療部門運営費等補助事業
9,030 4,515 4,515

医１(1)⑧

特定医療機器整備資金利子補給事業
874 874

医１(1)⑨

介護保険等対応歯科保健医療推進事業
400 　 400 　

医１(4)

地域医療支援事業
2,668 1,334 1,334

医１(1)⑩

訪問看護推進事業
4,019 　 4,019

医２(1)①

小児医療確保方策検討事業
161 　 161

医１(1)⑪

医師臨床研修対策事業
4,380 1,780 2,600

医１(1)⑫

小児救急医療整備支援事業
2,905 379 2,526

医１(1)⑬

在宅ケア推進事業
4,588 2,748 1 1,839

医２(1)②

地域医療充実のための設備整備補助事業
31,465 31,465

医１(1)⑭

656,477 320,311 10,200 325,966

27,671 5,385 22,286

学院管理運営経費
27,671 5,385 22,286

医４⑤

1,329 1,329

学院管理運営経費
1,329 　 1,329

医４⑤

11,245 1,737 4,814 4,694

看護教育・准看護師試験経費（経常行政経費）
7,476 4,012 3,464

医４⑥

看護教員・実習指導者養成講習会
3,769 1,737 802 1,230

医４⑦

保健師等研修及び指導費

地域医療対策費

保健師等指導養成費（１０３－００１）

総合衛生学院費

会津若松看護専門学院費

県民医療対策費
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（単位千円）

(3)事業計画

国庫支出金 その他 一般財源 との対応表

健康衛生領域

歳出予算額
左の財源内訳

目・事項・事業名

614,881 318,574 296,307

保健師等修学資金貸与事業
23,376 　 23,376

医４⑧

ナースセンター事業
17,000 17,000

医４⑨

看護師等養成所運営費補助事業
217,976 101,194 116,782

医４⑩

病院内保育所運営費補助事業
105,681 50,273 55,408

医４⑪

看護関係施設整備費等補助事業
250,661 167,107 83,554

医４⑫

看護師通信制受講者支援事業
187 　 187

医４⑬

1,351 1 1,350

看護師等業務従事届出集計事業
1,351 1 1,350

医４⑭

33,060 355 17,367 15,338

13,881 355 8,756 4,770

薬務総務事務経費（経常行政経費）

8,949 　 6,937 2,012

薬１(1)④
薬１(2)①
薬２①
薬３④
薬４(1)②

医薬品安全対策事業
712 712

薬１(1)⑤

医薬品等製造承認事務
2,284 355 1,819 110

薬１(1)⑥

災害時医薬品等備蓄供給事業
1,936 1,936

薬１(1)⑦

7,760 7,345 415

薬物乱用防止指導員運営事業
3,415 2,866 549

薬２②

覚せい剤・シンナー・ボンド乱用防止事業
2,616 3,032 △ 416

薬２③

薬物関連問題相談事業
1,729 1,447 282

薬２④

6,696 6,696

献血推進事業
6,342 6,342

薬１(2)②

血液製剤使用適正化普及事業
354 354

薬１(2)③

1,553 1,266 287

試験検査精度管理事業
1,266 1,266

薬３⑩

衛生検査所精度管理指導対策
287 　 287

薬３⑪

3,170 3,170

環境医学研究所運営事務費
3,170 　 3,170

薬３⑫

152,000 152,000

152,000 152,000

医師派遣事業交付金
152,000 152,000

医４⑮

4,612,307 1,334,096 177,271 3,100,940

環境医学研究所費

薬務事業費

麻薬大麻取締事業費

献血促進費

試験検査事業費

看護要員等確保事業費

准看護師免許施行費

薬務費（１０４－００１）

  合　　　計

公立大学法人費

医科大学費
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